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午前10時07分開会 

○森戸座長 おはようございます。議会基本条例

策定代表者会議を開会いたします。 

 まず、第１に、素案たたき台についての議論を

行います。 

 前回の策定代表者会議の中で幾つか課題になっ

たことがありました。その点、協議を進めていき

たいと思います。 

 一つは政策検討会であります。この政策検討会

については、前回、一定、要綱を提案させていた

だきましたが、いろいろな議論もありまして、ま

た、正副座長と事務局で詰めきれていなかった問

題がありました。改めてこの運営要綱は引き取ら

せていただいて、調整の上、提出するということ

にいたしました。正副座長と事務局と協議をする

中で、幾つか位置付けなどを皆さんに確認した上

で要綱を作る必要があるということになりまして、

皆さんにご提案させていただきたいと思います。 

 一つは、会議規則の第100条12項の規定に基づ

く会議として位置付けるかどうか。この点であり

ます。 

 それから二つ目は、前回提案した運営要綱案を

見ていただくと分かるんですが、条例策定だけな

んです。例えば、議会としていろいろな問題につ

いて政策提言を行うことがありますよね。そうい

うことについてはどうするんだろうと。つまり政

策提言です。そのことの位置付けについては、こ

の代表者会議の中で話し合っていなかったという

ことがありまして、それを盛り込むかどうかの皆

さんのお考えを伺って、要綱の中に入れるかどう

かも含めて、もう一度改めて検討をしたいという

ことであります。 

 三重県議会がこの政策検討会を持っていまして、

三重県議会では、いろいろな政策提言も含めてこ

こで行っているんです。したがって、そういうこ

とも考えられる話かなということもありますので、
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そこの議論をお願いしたいと思っています。 

○飯田議会事務局次長 今、座長の方からお話し

いただいたように、第100条12項の関係、あと政

策提言も含めるかというところとございますが、

ちょっと細かい点でございますが、正副座長案と

しまして、まず会派代表者会議の方で全会一致で

政策検討会を設置することに合意したものを作っ

ていくという形でございますけれども、会派代表

者会議というのが、開催が議長一任となっており

ます。ですので、議員の方からそういう政策検討

会を作りたいということを議長に言っていただい

て、議長が判断して、議長の一任で会派代表者会

議を開くというのもございますし、あと、定例会

中には会派代表者会議は必ず開いておりますので、

その会派代表者会議の中で提案していただくとい

う方法になろうかということで、そちらの会派代

表者会議での提案の在り方についても、細かいこ

とですが、ご確認をしていただきたいと思ってお

ります。 

 それから、もう１点ですが、先般のこちらの会

議でお示しした政策検討会のイメージ図でござい

ますけれども、もし第100条12項の方で位置付け

るとしますと、特に議会運営委員会での確認とい

いますか、そこまでは正式には必要は、もしかし

てないかもしれない。ただ、議会運営委員会協議

会でこういうものを設置するということを報告程

度でもいいのではないかということが、先般の正

副委員長の打合せの中で出たことでございます。 

○森戸座長 ありがとうございます。すみません、

私も十分にメモしきれていなかったんですが、一

応そういうことです。第100条12項というのは、

私はさっき会議規則と言ったんですが、地方自治

法の第100条12項ということです。前回お示しし

ている要綱案の中に、小金井市議会会議規則第

119条第４項とありまして、これに基づいて位置

付けをさせるということにするかどうかというこ

とになると思います。 

○宮下副座長 正副座長の事前打合せで、いろい

ろ議論して、そして今日に臨んでおります。政策

検討会については、この間もイメージ図が出て、

それについて、過去２回ぐらいイメージ図を出し

直したりして議論していると思います。その間、

市民をどう位置付けるのかとか、そういったこと

で議論もあったり、あと、提案の仕方がどうこう

ということで、いろいろ議論にもなっています。

そういった中での今日の引き続きの議論なんです

けれども、今、森戸座長の方で話した中で、最終

的な提案のところを条例にするのか、それとも政

策提言にするのかということで、それも含めるの

かということで、議員提案で条例を出すというと

ころに本来の目的があるのだから、条例提案とい

うことが目的だということで設定していいのでは

ないかということで当初進んでいたんですけれど

も、よくよくここを考えてみると、私が特にこだ

わったのは、最終的に条例に至らない場合もある

のではないかということも考えまして、そうなる

と、条例に至らなかったから、では全てパーです

よということで、それでそのまま解散するのでは

ちょっともったいないし、それまでの議論の積み

重ねも消えてしまうので、もし条例提案に至らな

いにしても、政策提言で最後に議員の総意として

まとまるのであれば、そういうことも含めてもい

いのではないかということで、私としてのこだわ

りとしてそれを言っております。 

 三重県議会、これは県議会なので、市町村議会

とは違うんですけれども、三重県議会の中では政

策討論会という名前で設置しているんですけれど

も、その中では、最終的に条例としてやらないも

のでも、例えば知事に対する政策提案という形で

まとめたりしていまして、その中で、水力発電事

業の民間譲渡に伴ううんぬんという、そういうプ

ロジェクト会議という形での政策提案があったり

とか、最終的な取りまとめとして、政策提案とい

う形で取りまとめたという事例もあります。です
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から、本来の目的は条例提案というのがこの政策

検討会の在り方だとは思いますが、そうではない

場合も含めてもいいのではないかということで、

さっきの森戸座長の政策提案も含めてはどうかと

いう話になっています。すみません、これは正副

座長会議の中で私がいろいろしゃべったものです

から、私の方でフォローさせてもらいました。 

○森戸座長 条例に行き着かないだけではなくて、

もともとそういうことを目的に作るということも

あるわけですよね。宮下副座長は条例に行き着か

ない場合もあるのではないかということもおっし

ゃったんですが、例えば小金井市の財政計画につ

いての市議会としての提言、一致するかどうかは

分かりませんけれども、例えばそういうものを議

会のプロジェクトチーム、政策検討会を作って検

討し、市長に投げ掛けるということもあるのでは

ないかと。それは行財政改革調査特別委員会があ

るのではないかと多分皆さんおっしゃるかもしれ

ませんけれども、ここは調査の柱を立てて、本来

なら委員会として一致したもので意見を市長に対

して出すということができればいいんですけれど

も、そういうことには現状はなり得ていないわけ

ですよね。お互いが意見を述べて、それで調査を

終了するという形になっているんですが、例えば

今度作るものは、政策検討会では何か形を作ると

いうことが一致すれば、そういうもので一致して

こういう提言をするとかいうことにもなる場合が

あるということなんですよね。今、財政問題で言

ったんですが、もっと違う問題でもいいですよね。

子育て支援に対する市議会としての提言みたいな

ことでもあり得る話かなということなんです。 

 前回の議論の中で、条例は作るためにあるから、

確かにそこに向けて皆さんが努力するんだけれど

も、最終的には一致しない場合もあるのではない

かということも宮下副座長は考えられたわけです

よね。そうなった場合に、提言として残すという、

一つのものをまとめていくという形もあるのでは

ないかと。したがって、政策検討会が条例提案だ

けではなく政策提言もできるということにした方

がいいのではないかということであります。 

 一応そういうことで、まず会議規則に位置付け

る正式な会議とするかどうかについて、前回は皆

さんから異論がなかったかなと思っているんです

けれども、そういうことでよろしいでしょうか。

皆さん、うなずいていらっしゃいますので、いい

ですか。 

 では、それは第100条12項の位置付けの正式な

会議とさせていただきます。よろしいですね。 

 次に、今、申し上げた政策提言の問題ですが、

いかがでしょうか。 

○斎藤議員 条例を制定しようとして政策検討会

を設置したという中で、賛否が分かれたので条例

が制定できない。だから提言というのは、ちょっ

と私は実はすとんと来ていないんですけれども、

いろいろ検討した結果、条例にするほどではない

けれども、議会としての決議みたいな形で意思を

示すということはあるのかなと思って、そういう

意味では、正副座長の提案は了としたいと思いま

す。 

○森戸座長 ありがとうございます。そういうこ

とですよね。 

○白井議員 確認なんですけれども、基本的には

条例制定を目指すためにこれを設置するという、

設置段階ではそういう認識であるということでよ

ろしいですかね。頭から条例ではなくて提言しよ

うみたいな形でこれを設置するということにはな

らないということでよろしいですかね。 

○森戸座長 頭から政策提言もしようということ

もあると。 

○白井議員 それで一致するかどうかですよね。 

○森戸座長 そうですね。ですから、条例策定及

び政策提言という言い方になると思うんですよね。 

○片山議員 三重県議会の政策提言が最終的にど

のようになっていくのかという、後追いというか、
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それを分かるんでしょうか。県知事に提言した後、

どのような扱いになっていくかということはある

んでしょうか。ただ言っただけみたいになるんで

すかね。 

○森戸座長 知事への提言は出されているんです

よね。これは平成20年10月20日に知事に対して提

言を出して、知事は従っているんですかね。そこ

までは調べきれていないですね。これは全会派が

参加しているんですね。 

○鈴木議員 政策検討会の可能性としては広げて

おきたい。政策提言があり得るということは可能

性を残しておきたいと思うんです。ただ、常任委

員会、特別委員会との関係の整理が必要かなと思

いまして、では各委員会は一体何をやっているん

だということにならなければいいなと思うんです。

同じことを二つの場所でやるということにならな

い整理が必要かなと思います。 

 それと、提言にしろ、条例にしろ、不一致の場

合の合意形成の難しさ、どうそれを成果として残

していくかということについては少し研究が必要

かなと思っています。提案としては全然否定しま

せん。ただ、そういったところの整理が若干必要

かなという感想を持っているということです。 

○斎藤議員 事務局に確認なんですが、委員会で

できること、できないことをちょっと示していた

だければと思うんですが。 

○飯田議会事務局次長 今、委員会の中で所管事

務調査というのをやっているかと思うんですが、

あれは、解説本などによりますと、本来は条例制

定を目指してという形になるかと思うんですけれ

ども、そういった中ででも、小金井市議会はなか

なかそこまではいっていないという中で、正副座

長との打合せでは、政策提言も含めてはどうかと

いうようなお話になっておりました。ですので、

委員会の中でやれるものがあれば、本当は委員会

の方が優先だろうというところはございますが、

現状の中で、政策検討会の中にそういう権限も含

めたらどうかという話合いにはなっておりました。 

○森戸座長 今の委員会の調査の柱というのは、

子ども・子育て支援、そういう大くくりの中にあ

ると思うんですけれども、待機児童解消とか、そ

ういうことにはなっていないんですよね。（不規

則発言あり）なっているのか。だから、委員会で

はまとめきれない。本来は調査というのは、委員

会が調査の柱を立てたんだから、委員会として結

論を一致するところで市長に提言をするというこ

とができればいいんですけれども、それが今はで

きていないわけですよね。本来は委員会でやれた

ら一番いいと思うんですよね。ただ、委員会もい

ろいろな陳情があったり、議案があったり、調査

も全般にわたっていたりするところもあるので、

その一部をとって、政策検討会でよく議論して結

論を出していくというやり方もあるということだ

と思うんですよね。 

○斎藤議員 今の座長のおっしゃるとおりで、条

例を作るということは、要するに作業が伴うわけ

ですよね。ただ、委員会の議論、調査等、話の上

で言うと部局に対する質疑をするという形態の中

で、できないことがたくさんある。それを補う形

で行う。ですから、最終的に委員会付託というの

はないと私は思っているんですが、一つの条例に

ついて深く作業も含めた形でやるとなると、委員

会では限界があるので、だからこそ必要になって

くると思っています。ですから、配慮というのは

確かに必要かもしれません。では、それは全議員

が参加する形になる、全会派が参加する形になれ

ば、おのずと委員会に対する配慮というものが生

まれてくるんだろうと思っています。 

○森戸座長 そうですよね、委員会というのは、

斎藤議員がおっしゃるように、あくまでも部局に

対して質疑をしてということなんですが、政策検

討会は自分たちのアンケートもとれるし、例えば

予算なり確保して、市民との懇談もしたりとか、

機動的に動ける活動になっていくのかなと思うん
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ですよね。その辺りの区分けは必要かもしれない

ですよね。 

○板倉議員 委員会の調査の柱との関係で、調査

の柱にかかっているものを政策検討会の場に例え

ば持ち込むと。全会派で検討していこうではない

かとなったときに、委員会の調査の柱にかかって

いる事項について、委員会で発言するのかどうか。

例えば部局に質問するのかどうかとか、そこをど

う整理するか、私も今まだ頭の中で整理できない

部分があります。例えば共産党議員団などは、予

算の組替え動議とか、条例提案など行っています

が、先に政策検討会に投げ掛けなければいけない

のかとか、すみ分けはどうすればいいのかと、今、

私も整理できないんですね。そこはどのようにお

考えですか。 

○森戸座長 委員会でやっていることで、別でや

っていた方がいいねと全ての会派が一致した場合

に、政策検討会を作るんだったら作るということ

だと思うんですが、委員会でやっていることを改

めて別の場所でということになるかどうかはケー

スバイケースだなと思っています。委員会が結論

を出せなくて終了した段階で、ではこれはみんな

で政策検討会でやろうという話になる場合もある

でしょうし、そこはいろんな状況があるかなと思

います。これはあくまでも全ての会派の代表者で

合意をするということですから、単独で会派で出

すものを政策検討会でという想定には、前回示し

た運営要綱もなっていないので、それぞれの会派

が出される条例案とか、そういうものは自由だと

いうことは大前提です。 

○板倉議員 それで、例えば政策検討会を設置す

ると。要するに、議会基本条例の中で、条例が確

立された後に例えば政策検討会がうたわれたとな

ったときに、先にそこに投げ掛けてから、そこで

一致しなかったときに会派それぞれで個別のアク

ションを、例えば条例提案とか、そういう形にな

るのか。その順番というか、政策検討会にまず先

に投げ掛けなければいけないのか。投げ掛ける前

に、それぞれ単独で条例提案などを行っていって

もいいのかというところについては、どうしたら

いいでしょうか。 

○森戸座長 先ほど答えたように、それは単独で

出すものは単独で出してもらうので、全然自由で、

今まで変わらないということです。だって、政策

検討会はみんなで作ろうといって作られるもので、

もともとあるわけではないんですよ。だから、投

げ掛けようにも、単独で出す場合には投げ掛けら

れないわけです。だから、会派代表者会議で条例

提案しますよ、予算の組替えを出しますよで、こ

れで今までどおりと変わらないということなんで

す。政策検討会は常時設置しているものではない

から、だから、単独会派で出すものは、そこに投

げ掛けるものは何もないということなんですよね。 

○水上議員 私も政策提言を入れておくのはいい

と思うんですけれども、どういうものが政策提言

になじむのかという想定はないわけですよ。例え

ば待機児童解消みたいな具体的な問題で、多分政

策提言にはならないと思うんです。つまり全議員

がある程度一致する方向で、同じ土俵で話し合お

うと。議会としての意見をまとめるという形にな

りますよね。ある程度、市政の重要問題とか、ぽ

っかり土地が空いたときに、それをどう活用する

かみたいなことの意見をまとめるとか、想定でき

ないこと、そういうような感じだと思うんですよ。

だから、ある程度政策提言もできるということに

しておいて、今後の可能性として残しておくとい

うことかなと思うんですよね。余り細かく考えて

いくと、具体的な手続はどうするかということに

はならないのではないかという気はするんですよ

ね。だから、ある程度全体が一致して、全体とし

て意見をまとめる提言みたいな形のものなわけで

すよね。だから、そういうものとして、将来の可

能性として、一応議会の権能として確保しておく

というような位置付けかなという印象なんですけ
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れども。 

○森戸座長 多分、市政の重要課題になると意見

が分かれて、やれない可能性の方が多いと思うん

ですよね。本当に枝の部分で、これはこうした方

がいいということで全体が一致したときに、何か

出てくる場合もあるのではないかということなん

ですよね。だから、三重県議会は水力発電の民間

移譲についてとか、本当にそこの部分について調

査をして結論を出すみたいな形なんですけれども、

そんな感じなのかなと思うんですけれども。 

○片山議員 私もそのような機能的なというか、

機動的なものかなと思っていたので、余り大きな

テーマとは思っていなかったんですが、例えば、

前から湯沢議員とかからいろいろお話が出て、女

性相談のことについて勉強会をやらないかなんて

話をしているんですけれども、どのようにやろう

かというのをずっと検討しながら、まだ進んでい

なかったりするんです。そういったものを投げ掛

けて超党派でできればいいなと思ったりしていた

んですが、そういったものとか、議会改革の中で

も、議会運営委員会だけでは検討しきれなかった

ものとか、そういった、進めたいんだけれども、

もうちょっと機動的にできるということに使える

のだろうかと思って、今、聞いていたんですが、

どのように皆さんお考えになるかなというのをお

伺いしたいと思います。 

○小林議員 前回、前々回の議論にも出ていたと

思うんですけれども、今までのような有機的な組

織を作って政策を議論するということは、今まで

どおりできるという前提もあることを忘れてはい

けないと思っていて、食育などは、実はほとんど

の方が入る有志というような形で会議が始まりま

した。それを１年ぐらいやった上で、その中で何

か成果物を出そうというところで、たまたま条例

ということになって、それで事務局等に積極的に

動いていただくために懇談会というものを作った

というのが、もう１年ぐらい、いろんな勉強会と

かで議論した後なんですね。そこからいろいろ、

最近話題になっているような形で取組が始まった

ということなので、恐らく政策検討会を作ろうと

いうことで、会派で話題に上がるときには、ある

程度のメンバーでも話ができていて、ゴールも、

条例なのか、政策なのか、その辺はもう決まった

上で提案になってくるんだろうなと。ほかのシス

テムではなくて、会派提案でもなく、有志の提案

でもなく、あくまでもこれを使うんだという、あ

る点、決まったところでの提案になるのではない

かなと思っております。 

○森戸座長 そうですね、大体そういう形になる

かなと思うんです。宮下副座長のご心配もあるん

ですよね。条例で出発して出てきたけれども、条

例にはなじまないと思う人もいて、反対するとい

うことも出てくるかもしれない。そのときに、全

体を提言でまとめられないだろうかということも

ありますし、最初からこれは政策提言でいった方

がいいという話で進む場合もあるということだと

思うんです。このときは全ての会派が一致すると

いうのが大前提になっていますので、それを前提

にした政策検討会になっていくのかなと思うんで

すけれども。 

 この中に盛り込むということで、どうでしょう

か。細かいことはまた、要綱などを作ってやって

いくということになるのではないかと思うんです

けれども、そういう幅も持たせておいた方が、議

会の政策立案能力を高める上では大事ではないか

と思うんですが。 

○中山議員 座長がおっしゃるとおり重要なこと

だと思いますので、盛り込むことについては異論

はないんですけれども、ネット等で調べてみます

と、例えば茅ヶ崎市とか、高山市とか、ほとんど

の自治体で政策提言を行う場合には委員会中心で

議論していると。その中で、自治体によって若干

誤差はあるんですけれども、委員会で素案を作っ

て、全員協議会のような場で全議員から意見を聞
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いて、それを持ち帰ってまた各委員会で協議して、

最終的に条例なり提言しているというような流れ

にどうもなっているみたいなんです。先ほど鈴木

議員がおっしゃったように、運用が一番重要かな

と思っていまして、そういうつもりでこの条文の

条項のところを考えていたのではないよというこ

とになると、せっかく盛り込んだものが、運用面

で不一致になってうまく機能しないということに

なるとちょっと困るかなと思っていまして、そこ

だけがちょっと心配されるところであります。 

○斎藤議員 今、中山議員の方から茅ヶ崎市と高

山市という例を出されたんですけれども、教えて

いただきたいんですけれども、そこで実際協議し

ている全員協議会みたいなところというのは、議

事録はどうなっているんですかね。オープンの会

議になっているのか。我々が今、目指しているの

は、全部議事録のあるオープンなところなので、

そこからわざわざ委員会に戻す必要なく、いきな

り本会議の採決というところで十分機能はできる

んだろうと思うんですが、もしよろしければ、分

かれば教えていただければと思います。 

○中山議員 私の分かる範囲なんですけれども、

例えば茅ヶ崎市の場合は、政策討議の運用につい

てということで、組織ですとか政策討議について、

実施方法等については議会基本条例の中、茅ヶ崎

市の場合は第14条となっていますけれども、実施

方法等について規定されていないということで、

その運用について議会で検討を行った結果、各常

任委員会での提言書、条例等の素案及び案を取り

まとめるための討議と、議員全員を対象とした説

明、意見交換会等の場での討議を政策討議の機会

と捉えて、政策討議のサイクルを考えているとい

うことで、まず常任委員会が主体となって、各常

任委員会ごとにテーマを決めて、一定の期間、調

査・研究を行うということで、所管事務調査を行

って、それで各常任委員会の中で政策討議を行っ

て、そういった調査・研究の結果を踏まえて提言

書、条例等の素案を取りまとめている。その後、

全員協議会となっていますけれども、素案ができ

たら、議員全員を対象とした説明・意見交換等の

全員協議会の場を設けて、各常任委員会でその後、

議員全員を対象とした説明・意見交換等の場で出

た意見等を踏まえて提言書、条例等の案を取りま

とめるということで、最終的には議長に提言書、

条例案等を報告して、提言の場合は市長に提言す

る、条例案の場合は条例案として議会の議案とし

て提出するという流れにどうもなっているみたい

なんです。大方そんな感じではないかなと思いま

す。当然、この流れを見ますと、各常任委員会と

全員協議会の場で、その流れの中で出来上がって

いますので、多分茅ヶ崎市も全員協議会議事録を

出していると思うんですけれども、議事録に残る

場できちんと協議されているという形にはなって

いると。小金井市の場合も、先ほど正式な会議と

して取り扱うということですから、公開制もあり

ますし、議事録にも載るということで、そこは問

題視していないんですが、運用上どうなるのかと

いうところが、きちんと詰めて条例に盛り込んで

おかないと、後で意見が分かれたりすると機能し

なくなる可能性があるのかなと。 

○森戸座長 それは条例策定の場合もということ

ですか。ではなくて政策提言の場合も。 

○中山議員 政策提言の場合もということです。

すみません、茅ヶ崎市のことなので、私で分かる

範囲ではこの程度です。 

○森戸座長 常任委員会に機動的な役割を持たせ

ているところと、小金井市議会の場合はあくまで

も調査ということだけになっているわけですよね。

あと、最後の調査報告書というのは、提言が出る

のではなくて、各会派が意見を述べ合って、それ

で報告書としてまとめるということになっている

から、なかなか委員会として政策提言にはなり得

ていないところがあると思います。本来は政策提

言を委員会が行うことができれば一番いいのかな
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と思うんですけれども、ただ、そこも委員会の審

査というのは一定限界があるのではないかと思う

んです。それをもうちょっと柔軟に対応できる形

で、本当に狭い分野のことについての提言という

形になると思うんですよね。 

○中山議員 毎年、予算要望の前に、各会派の

方々は多分市長に対して、こういう予算をお願い

しますというような予算要望を行ったり、政策を

提言されたり、会派ではやられていると思うんで

す。ですから、それを議会全体でやるかどうかと

いう話だと思うんですよね。そこに会派間や議員

間の中で考え方とかやり方、方針が若干ずれが出

て、結局一致できないと不一致になってしまいま

すから、議会全体としては提言できないねと、要

望できないねということになると、結局今までど

おり各会派でやりましょうかと、やるのでしょう

けれども、そういうことになるのではないかなと

思っていまして、だから全会派で一致して、例え

ばそういう検討会を設置したとして、その後どう

いう運用にしていくかというところはきちんと議

論しておく必要があるのではないかと思います。 

○森戸座長 多分予算はできないと思うんですよ。

一致しないと思うんです。だから、全体が一致す

る問題のところだと思うんですよ。今、言われた

ワンイシューで、例えば桜の木の保存についての

市議会としての提言とか、本当にそういう各論の、

大きい問題なんだけれども細かい問題の提言を出

すということになると思うんです。 

○宮下副座長 正副座長の打合せの中でもイメー

ジを膨らませたんですけれども、政策検討会が例

えば一つの期間で二つも三つも立ち上がるという

ことは考えられないということで、ほぼ同意して

います。食育のときも、座長、副座長、書記局、

大変な思いをされていたと思うので、それにプラ

スして、あれで同じような規模でアスベストの関

連でやったら、もう両方つぶれていたのではない

かと思いますけれども、だから一つの期間の中で

１個政策検討会が持てればいい方ではないかとい

うのが、イメージとしてはそんな感じで、結構そ

れなりに負荷がかかるではないですか。調べたり

何だかんだで、意見も多分合わないだろうし、だ

からそういうのもイメージの中ではちょっと考え

ています。 

○中山議員 高山市の例などを見ますと、議会が

どんな政策提言をしているかなと、結構出されて

いるんですよ。平成23年に関しては、障がい者福

祉についての提言ということで、平成24年は結構

多くて、公共交通体系とか、産業経済政策の展開

について、高山市公設卸売市場についてとか、水

道管の早期耐震化とＧＩＳ地理情報管理システム

の導入について、ごみ処理施設の建設について、

こういうようなことを提言されていて、平成25年、

平成26年等々、観光ビジョンですとか、公共物の

効果的な運用についてとか、こういったテーマで

市長にどうも提言されているみたいなんです。詳

しい中身はしゃべり出すと切りがないので省きま

すけれども、説明を見ますと、市民意見交換会等

で聴取した市民の皆さんの意見を考慮しつつ、政

策課題を設定して、その課題解決に向けていろい

ろと議論や専門家からの聴取などを行って、関係

する事業の評価及び決算の審査結果を踏まえて政

策提言を作成すると。この提言は、議員全員で討

論を行う政策討論会で議論し、議員全員の合意を

得た後、行政側に提出されるとなっております。

ですから、うまくやればできるのかなと思ってい

まして、ここで今日結論を出すのは難しいと思っ

ていて、できれば、問い合わせ先も書いてあるの

で、茅ヶ崎市とか高山市とかそういう先進的な取

組をやっているところの議会事務局等に、どのよ

うにやっているのかというのは調べてから議論し

てもいいのではないかと思うんですけれども。 

○斎藤議員 あくまでも印象で申し訳ないんです

けれども、今、言われたのは、恐らく小金井市議

会でやっているのは、他自治体機関に対してです
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けれども、意見書に近いものを政策提言という形

で市長に出しているのではないかなと、一瞬ちょ

っと印象としては持ちました。今、我々がイメー

ジしているのは、条例の制定というところでまず

考えていまして、それは多分一致していると思う

んです。条例に至らないところでも、政策提言と

いう形で切り替えてはどうかという議論を今、し

ているので、余り詳細の部分の政策提案では逆に

ないと私は思っているんです。条例に近いものに

関して、全会で一致して目指すべき課題となると、

おのずと精査されるんだろうと思っていまして、

余りその部分で心配する必要は私はないと思って

います。 

○森戸座長 中山議員がおっしゃったのは、委員

会で調査を立ち上げて政策提言をするやり方です

よね、高山市についても。 

○中山議員 そうですね、茅ヶ崎市も高山市も、

あとほかのもろもろ出てくるんですけれども、大

体委員会の中で議論されているというようなやり

方をとっているみたいなんです。小金井市は違う

やり方で、きちんとそういう第100条に基づいた

会議を立ち上げて、正式な会議を立ち上げて、そ

こで議論するということであれば、私はそれでも

いいと思ってはいます。問題は、合意形成できな

い部分、こういった論点整理等をきちんとやって

いって、最終的にどのように処理していくかとい

うところが、小金井市議会流にどうしていくかと

いうところは議論する必要はあるのではないかと

思います。 

○森戸座長 作ろうという合意形成は最初にでき

ていないと、多分政策検討会での政策提言はでき

ないと思うんですよ。全会が一致していないとね。

だから、その点からすると、議論はいいよと言っ

て、最終結論で合意形成できないと、これもある

かもしれないけれども、全体はこのぐらいだった

らいいのではないかという提言になっていくので

はないかと思うんですけれどもね。 

○中山議員 ということは、設置するときは会派

で一致して、提言なり条例を作っていきましょう

というところで一致をし、そこの方向に向けて進

んでいくと、それが前提だと。 

○森戸座長 そうです。全ての会派が一致すると

いうのが前提です。 

○中山議員 そうしますと、例えば政策提言を行

うとか、条例でもいいんですけれども、条例を制

定する中で、合意形成できない部分については不

一致だから、そこについては提言それから条例の

中に入らない、漏れていくという形になるわけで

すね。それも含めて議論しようということですね。

いいか悪いかとか、やるべきかどうかとか、検討

会の中で。 

○森戸座長 やるべきかどうかは、スタート時点

ではやろうということでスタートすると思う。 

○中山議員 だから、結局そこで議論されて、出

てきた最終形というのは、全会派が合意できてい

るわけですから、一致できるということですね。

であれば、私は問題ないと思います。 

○森戸座長 ということになっていくと思うんで

すけれども、いかがでしょうか。最終的には、一

致するところの結論になっていくと思うんですよ

ね、条例にしても、政策提言にしても。 

○五十嵐議員 ちょっと確認なんですけれども、

前回のときには、最終的な採決までは縛らないと

いう言い方があって、議論の結果として、もしか

したら反対なり退席なんかあるかもしれない。ス

タートは全員合意したけれども、最終的にはそう

なることもあるかもしれないとありましたよね。

今の中山議員の発言の中で、例えば途中で条例を

具体的にしていったときに、不一致な部分が出て

きて、その部分は避けていって、全会派一致の原

則みたいなものを確認しながらやるべきではない

かという話のように聞こえたんですが、どちらに

しても話合いの過程の中では一つ一つが全会派一

致なんだとか、あるいは最終的な結論に対しては
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縛らないとか、例えばそういうようなことを事前

に要綱なり何なりに、要綱に載せるのがいいのか

どうか、よく分からないんですけれども、要する

に最初の確認事項として、そういうことをちゃん

と決めた上でやるべきだという話を今、している

のかなと話を聞いていて思ったんですけれども、

そういうことでいいんでしょうか。 

○森戸座長 中山議員は、全会派が全部一致して

やるべきだというご意見かなと思ったんですけれ

ども。 

○中山議員 そういう意見なんですが、どちらで

もいいと思うんです。つまり、前回までの議論で

話し合った中身でいくんだったら、その取り決め

に従って我々がやっていけばいい話であって、設

置は合意できるけれども、アウトプットについて

は議決で賛成できないという場合も、もちろんケ

ースとしては考えられますよね。だけど先ほどの

お話ですと、そういったところは盛り込まないわ

けですから、要は自分の会派の思いがあるものが

盛り込まれなかったから反対だという考え方も出

てくるのかなと思うんですけれども、その辺がち

ょっと難しいかなというのが正直なところなんで

すけれども、だから、例えば設置するという合意

形成がとれて、全会派で会議を設置できたとして

も、例えば出てきた提言なり条例案に関して、賛

成できなければ議決で反対する場合もあるという

ことであれば、そういうルールでやりましょうと

決まれば、それでやっていけばいいと思うんです

けれども、その辺がどうなるのかなというところ

です。 

○森戸座長 全体として、全会一致できたものを、

途中で、あなたはここは意見が違うんだからしょ

うがないとは、小金井市議会は多分しないと思う

んですよ。全会一致できる努力をかなり重ねてい

くと思うんですよね。ただ、どうしてもここだけ

は意見を言いたいという場合は、それは提言した

ときに、少数意見としてこういう意見もあったと

いうことはあるのかもしれない、やり方として、

ということだと思うんですけれども。 

○中山議員 多分、小金井市議会の会派は、こん

な課題があって、これを解決するためにはこのよ

うにしたらいいのではないかということをきっか

けにというよりは、例えば、これから行われるで

あろう議会報告会や、市民の皆さんとの意見交換

会というのをもしやるとしたら、そういった中で

このようにしてほしいというのが、具体的なご要

望なりご意見が市民の方から出てくると。議会と

しても、それに真剣に取り組んでいかなければい

けないということで例えば一致して、政策検討を

行っていくというような状況のパターンが多いと

いうか、そういうパターンだと思うんです。我々

から、これをやりましょう、あれをやりましょう

というのもあるとは思いますけれども、市民の方

からの要望だからということで多いと思うんです。

それであればそれでもいいんですけれども、市民

の方の中にも意見が分かれますから、そこで細か

いところで一致できるかどうかというのはあると

は思うんですけれども、だから運用上のルールさ

えきちんと皆さんで合意が、つまりこの議会の中

で合意がとれていれば、その運用ルールに従って

進めていけばいいことかなと思っているんです。

ですから、座長がそのような認識であれば、それ

でいくと。 

○森戸座長 ただ、どこまで運用を決めるのかと

いうこともあるんですよね。前回の中では、最後

まで会派を縛らないというか、採決態度について

縛らないというところは一致しているんですよ。

ただ、私がさっき言ったのは、小金井市議会はせ

っかく合意して進めたことを、最後、もう意見が

分かれたからこうしましょうなんていう議員の人

はいないだろうという前提で話をしたものだから、

できる限り全会派が一致できる努力をする中で、

最終的な条例を作ったり、政策提言にする努力を

惜しまない市議会だと思っているので、そういう



－ 11 － 

ことを申し上げたんですけれども、ただ、最終的

な結論は、五十嵐議員がおっしゃったように、前

回でも一致したような、拘束はしないというか、

そこまではこの要綱の中で縛るのはやめようとい

うことだと思うんですよね。ただ入口は、全会派

が一致するというところは大前提ではないかと思

うんです。あと、細かいのは、それぞれの政策検

討会を作ったところで相談をして作っていただく

というのが一番いいのではないかと。ここで想定

できないでしょう。こういう場合にはこうした方

がいいとかいうのは想定できないので、作ったと

ころで判断してもらうということになるのではな

いかと思うんですよね。だから、五十嵐議員がお

っしゃった、入口は一致して出口は縛らないとい

うことまで要綱で書くかどうかというのは、そこ

までは書けないのではないかなと思っているんで

すよね。あくまでも政策検討会の会議の位置付け

と、座長を決めるとか、そういうことの大枠の要

綱を決めていくということになるのではないかと。

イメージは分かりますでしょうか。 

○中山議員 分かりました。そうしますと、一つ

懸念されるのは、最初にそれを設置するかどうか

が一致できるかどうかというところだと思うんで

すよ。つまり、ろくな議論もされないまま、いや、

この提案にはうちは多分乗れないから設置はやめ

ておこうとなると、議会の政策提言機能というの

は失われてしまうのかなというのはありますね。

それだけは気になりますね。 

○鈴木議員 政策検討会の設置について、座長が

おっしゃったとおりだと思っていて、合意形成の

努力をするということですよね。ただ、先ほど副

座長もおっしゃっていましたけれども、それなり

の時間と労力をかけて取組をしていく中で、結果

的にそれが不一致でないものになってしまうとい

うのはつらいという意味では、正副座長のお考え

は理解しています。そういった中で、政策検討と

いうことの可能性は残すということについては、

先ほど言ったとおりですけれども、確認なんです

けれども、政策検討会の設置を市民側から求めら

れる可能性ということもありますよね。例えば陳

情とか、この辺の整理はどうなんですかね。食育

をイメージするわけですよ。アスベスト条例もそ

うですけれども、議会側の発意で行うわけですけ

れども、そこには市民の思いというのも入ってい

るわけですよ。これがまた別の形で、例えば陳情

という形でそういう要求が来たときに、議会はど

ういう対応になるんでしょうか。それを粛々とや

っていけばいいのか。そういうことですかね。そ

こだけ確認したいんです。 

○森戸座長 議会が採択をして、賛成多数という

ことで、反対者があった場合にどうするかという

のはありますよね。それは賛成した会派で出して

もらう以外にないんですよ。それは政策検討会に

はならないんです。 

○鈴木議員 それは入口のところで一致した形で

進めたいという、発意がどちら側にあるかだけの

違いで、それは同じということですよね。 

○森戸座長 そうです。議会が全会派一致で採択

をすれば、それは政策検討会に回そうということ

になるんだけれども、反対、賛成が出て、賛成多

数で採択された場合は、それは賛成した会派で責

任を持って出してもらうということなのではない

ですかね。 

○鈴木議員 分かりました。そこでも議論という

か、意見の調整というのではないですけれども、

議論が必要なんでしょうね。そういうこともあり

得る。 

○森戸座長 こういう政策検討会を立ち上げてほ

しいということが出て、反対と賛成が出れば、そ

れはもう立ち上がらないということですよね。そ

ういうことなんですよ。 

○鈴木議員 分かりました。そこを確認したい。

恐らくそういうこともあり得るだろうなというこ

となんです。初めから議会の中でそういうものに
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ついて全体で共有したい、制定したいという気持

ちというか空気が醸成されてきてなる場合とは限

らないということも考える必要が若干あるかなと

思ったので、確認させてもらいました。分かりま

した。 

○森戸座長 この政策検討会は全ての道は全会派

の代表者に通じています。全会派一致に通じてい

ます。そう簡単にはできないと思うんですよ。よ

っぽど一致していないとね。そんなこと言っては

いけないんだけれども、できるようにしなければ

いけないんですけれどもね。 

○中山議員 例えば、今、総務企画委員会の陳情

なんか、福祉会館の建て替えの場所をどこにする

かなんて、具体的な例ですけれども、出ていて、

どこかの民間マンションと合築するのがいいのか、

そのまま建てるのがいいのか、どうするんだみた

いな話になったときに、政策検討会を立ち上げて

それを研究しましょうとかいう、委員会の議論は

あるんですけれども、そのときに結構ややこしい

話になってくる。つまり、私が一番危惧するのは、

変な意味ではないですよ、すごく政治的な道具と

して使われたりしないこととか、それからあと、

例えば時間の問題で、そんなのを検討していたら

あっという間に時間が過ぎてしまうからというこ

とで、例えばそういう理由でその設置を反対した

とするではないですか。議論もしないで反対した

会派が悪いみたいなことを言われたりすると、そ

れは本意ではないなと思うわけですよ。すごく具

体的な例で分かりやすいように説明している。そ

ういうことは小金井市議会の皆さんの場合はない

とは思うんですけれども、またそれをレポートで

配られたりしても、私の真意ではないので。 

○森戸座長 中山議員、今、福祉会館ということ

を出されましたけれども、一致しないものはでき

ないんですよ。無理なんですよ。 

○中山議員 すみません、ちょっと分かりやすい

ように、今、僕の頭の中で思いつくことを言って

しまったんですけれども、座長のおっしゃること

はよく分かりました。 

○森戸座長 全ての会派が一致することですよ。

例えば中山議員の会派は、これは市長がここでや

ると言っているんだから調査の必要はない、政策

提言の必要はないと多分おっしゃるでしょう。そ

ういう会派も出てくる可能性があるから、不一致

になることは十分に考えられることだと思うんで

すよ。ただ、市長の執行権について私たちがあれ

これ言えるかどうかというところは、議会の権能

を越えるところまではなかなか難しい部分がある

と思うんですよね。その辺りの判断はそれぞれの

会派でしていただくことになるのかなと思うので、

そういうことではないかなと思うんですけれども

ね。いかがでしょうか。 

○中山議員 よく分かりました。座長の整理でよ

ろしいかと。小金井市議会ですから、皆さん良識

ある方の集まりだと思います。 

○森戸座長 そうすると、条例策定及び政策提言

ということでよろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○森戸座長 では、そのように付け加えさせてい

ただきます。 

 あと、今、議論になったことで、前回の要綱案

を見ていただきたいんですが、第４条の「政策検

討会の委員は全会派の代表者で構成する」となっ

ているんですが、「全ての会派の代表者で構成す

る」ということでいいかどうか。全ての会派が出

ないとまずいのではないかということだと思うん

ですが、前回、そこはちょっとという話もあった

んですが、最終的には「全ての会派」ということ

でいいのではないかとなったかなと思っているん

ですが、よろしいでしょうか。 

○中山議員 最終的に提言するかとか、条例を可

決するかとか、最終の判断は採決で決めるという

ことでよろしいんですよね。 

○森戸座長 はい、そういうことです。 
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○飯田議会事務局次長 今、お話しいただいてい

るのが、前回お示しした政策検討会たたき台と思

うんですけれども、前の議論の中で、斎藤議員の

方から、全体の流れを要綱化したらどうかという

ご意見もあり、また、正副座長でもう一回その要

綱案については出し直しということでよろしいで

しょうか。 

○森戸座長 そういうことですね。ただ、ちょっ

と確認の上で、組織の在り方として、「全ての会

派の代表者が」ということを文言として入れてい

きたいということなんですけれども、よろしいで

すかね。これはまだ、これでいくということでは

ないので、一応参考のためにということで。 

 それでは、ご意見がないので、そのようにした

いと思います。 

 それでは、政策検討会は、今日頂いた議論を改

めて正副座長で持ち帰りまして、要綱案としてた

たき台を示させていただきたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

 続いて、前文にいきます。 

 若干休憩します。 

午前11時13分休憩 

                  

午前11時17分開議 

○森戸座長 再開いたします。 

 前文についてですが、正副議長との協議の結果、

先ほど事務局長説明をしていただいたということ

であります。宮下副座長から大変丁寧に文章を書

いていただいておりまして、この間の経過につい

て、宮下副座長から説明をいただければと思いま

す。 

○宮下副座長 最初に、資料で１点抜けていると

ころがありまして、そこを加えていただきたいん

ですけれども、１ページ目の資料の真ん中辺りに、

「第四段落」ということで「不一致（三択）」と

書いてあるところがありますけれども、「第２班

の下線部分を」というところで、「下線部」が消

えてしまっていますので、申し訳ないんですけれ

ども、私の手違いだと思います。「下線部」とい

うのは、「少数会派の活動を保障する」という、

その上に書いてある、その部分が「下線部」です

ので、下線を引っ張っておいてください。 

 これまでの経緯ということで、結構長い議論が

あって、まとめていると非常に切りがないと思い

ました。それで、特徴的な部分を３点だけ拾って、

それでまとめざるを得なかったというのが正直な

ところです。ですので、これで百点満点かと言わ

れると、それもどうかなと思うんですが、あえて

みんなで議論するに当たり、特徴的な部分を３点

挙げて今日に臨んだというところであります。 

 １点目は、平成26年２月24日の策定代表者会議

であった議論の中で、いろいろな議論の中で、片

山議員が「前回の確認としては、Ｃ案になるとし

ても、前文に少数会派の保障を入れるという確認

はされているということで、よろしいですよね」

という中で、森戸座長が「そうですね。そういう

ことでいいかなと思っております」という、この

議論の流れがありまして、その後、直後の議論の

中では異論は出ていなかったというところが一つ。 

 それからもう一つは、第２班の協議結果という

ことで、平成27年２月９日、斎藤議員が班長をさ

れていますので、その文面でこれを出しました。

第２班として前文のところを協議したというとこ

ろで、「合意に至らない部分があり、その部分は

各論併記とした」ということで、第一段落、第二

段録と、だーっとあるんですけれども、その中で、

第四段落という部分に今回の該当する部分があっ

て、この第四段落は不一致となったと、三択です

というのがあって、文面はそこに書いてあるとお

りですが、「少数会派の活動を保障する議会等を

目指し」という部分について、第１案としては、

このままでいいよと、第２案としては、下線部分

を「全議員に対等平等なとするというふうに変え

るべきだと、第３案としては、この下線部分、
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「議員平等」、すみません、この整合性は後でと

るとしても、「議員平等」というような言葉でこ

こはまとめるべきだということで、三択で出てい

ています。 

 三つ目の大きなポイントとして、平成27年１月

26日の策定代表者会議で、ここでは、結局この前

の部分の第２班の協議結果を受けて正副座長がた

たき台を出したということで、この中に、「素案

たたき台」そして「正副座長案」ということで二

つ書いてあります。それに対する議論がだーっと

あったということでありまして、この議論も実に

長い議論でして、全部書いていると切りがなかっ

たものですから、主に発言者の言いたい部分だけ

を拾って書き出しました。反論もあり、かんかん

がくがくあったんですが、そこは正直、すみませ

ん、余りやっていると切りがなかったので、まと

められる範囲でまとめてみたというのが正直なと

ころでございます。 

○森戸座長 ありがとうございました。お疲れさ

までした。 

 そういうことでありまして、私としては、２班

が大変ご苦労されて、三択で結論を出さざるを得

なかったということでありますが、第２案と第３

案が「議員平等」ということで、ここが多かった

のかなということもありまして、全体は「全議員

に対等平等な議会」ということでいくことになる

のかなと思ったんですが、前回の議論の中で、こ

れまでのことを言っているということもありまし

て、改めて皆さんからのご意見を総合的に判断し、

正副議長のご意見も伺って結論を出していった方

がいいかなと、白井議員からもそういうご提言も

ありましたので、そうさせていただいたところで

す。 

 今日提案させていただいたのは、少数会派の活

動も認め合う議会などを目指してきたということ

なわけですが、今日見て、今日結論を出すという

のは難しいのかもしれませんが、皆さんからご意

見を頂ければと思います。 

○斎藤議員 正副議長にご意見をお聞きするとい

うことは、異論が出ない形で持っていかれた。そ

の結果ですので、十分重いものがあるという形で

検討させていただきたいと思います。 

○森戸座長 ありがとうございます。いかがでし

ょうか。今日結論を出せないと思うんですよ。持

ち帰っていただくことになると思うので、持ち帰

るに当たって何かご意見とかあれば、あと、聞い

ておきたいことがあれば。 

○小林議員 念のため、記録に残るので、資料と

先ほどの座長の整理について意見ですけれども、

平成26年２月24日の片山議員と座長のやりとりの

後に、何も異論がなかったということでしたけれ

ども、これは恐らく私も手を上げて、前文のとこ

ろで再び議論するということですねということで

確認をして、座長にも何らかのうなずき、もしく

は応答、アイコンタクト、何かを頂いた覚えであ

ります。それでそこを通り過ぎたと思っています

ので、前文に入れるということで一致したという

日ではなかったと確認しておきます。 

○宮下副座長 すみません、私はそういうことだ

と思っていますけれども、大事なのは、第２班の

協議の結果のところが三択で上がってきていると

いうのが大事なポイントだと思っていますので、

議論の流れの中では三択で上がってきたというの

は大事なことだと私は受け止めています。 

○中山議員 非常に貴重な時間を使っていただい

て、今までの議論をまとめていただきまして、あ

りがとうございました。私も先ほどの小林議員と

同じ認識でおりまして、前文の議論というのは別

に決着がついていたというわけではないと思って

いますが、ただ、正副議長と正副座長が協議をし

ていただいた中で、ある程度方向性というか、ま

とめを出していただいて、先ほどの斎藤議員の意

見と同じなんですが、長い議論ではあったんです

けれども、これ以上言っても平行線のままかなと。
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つまり、自分たちの会派の主張を言っても平行線

のままかなと思っておりまして、不一致であれば

載せるべきではないとは思ってはいるんですが、

そうなると、今度また片山議員のご意見のとおり、

第７条の方をどうするかという議論にも移ってい

かなければいけないものですから、非現実的かな

と思っておりまして、私の方で単独で今日回答は

できないんですが、先ほど座長がおっしゃったよ

うに、持ち帰ってみて、正副座長案でいけるかど

うかというところで判断してみたいと思います。 

○森戸座長 正副議長のあっせん案に基づく正副

座長案ということですね。そこの重みは是非よろ

しくお願いしたいと思います。 

○白井議員 まとめていただいてありがとうござ

います。非常にご苦労もされていると思います。

正副議長にちょっと聞いてみてくださいとお願い

したのは私ですので、ありがとうございました。

そういった意味でも、ずっと出ていますけれども、

重たく受け止めようと思っていますので、そうい

った意味で持ち帰らせていただきたいと思ってい

ます。 

○鈴木議員 今、白井委員が言ったとおりだと思

っています。受け止めていただき、正副議長と座

長の提案だということで、私たちも重く受け止め

たいと思いますし、今までなかった視点なので、

そこも含めて確認して、またこちらで意見を述べ

ようと思います。 

○片山議員 お疲れさまでした。ありがとうござ

います。今、挙げられている少数会派のところ以

外のところで、ほかに何か変更されているところ

とかはありますでしょうか。もし何かあれば、持

ち帰って検討するに当たって検討したいと思って

いるんですが、これまで話し合われたことから何

か特に、なければいいですが。 

○森戸座長 そこだけですね。そこを変えたとい

うことです。 

 では、今日はそういう提案をしましたので、持

ち帰っていただくということでよろしいでしょう

か。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○森戸座長 ありがとうございます。それでは、

よろしくお願いをいたします。 

 続きまして、１班から提案があった、第１条か

ら第10条までの正副座長案をまとめさせていただ

きました。どうしましょうかね。進め方として、

第１条から全部やるのか。それとも第１条だけや

って、皆さんのご意見を頂くということにします

か。 

 若干休憩します。 

午前11時29分休憩 

                  

午前11時31分開議 

○森戸座長 再開いたします。 

 １条ずつ確認をさせていただきます。第１条で

ありますが、これについては、下から２行目、

「もって市民福祉の向上」とあったのを「福祉の

増進及び市政の発展に寄与すること」ということ

で変更をさせていただきたいというのが提案であ

ります。これは１班からではないんですけれども、

先日の牧瀬先生の議論の中で、「向上」という意

味と「増進」という意味は違うというお話があり

ました。「増進」というのは横に広がるというこ

とですかね。「向上」というのは上に積み上げて

いくみたいなことかなというのがありまして、正

副座長で話し合った結果、「増進」ということに

してはどうかということになりました。ここを確

認していただきたいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

○鈴木議員 いいと思っています。小金井市議会

の目指す方向の表現の仕方だと思うので、よりふ

さわしい表現に変えていただいたのかなという受

け止め方です。 

○森戸座長 ありがとうございます。これはよろ

しいですか。 
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（「はい」と呼ぶ者あり） 

○森戸座長 分かりました。では、これは旗を立

てていいでしょうか。これはもうオーケーという

ことで、第１条、完成しました。お疲れさまでし

た。 

 次に、第２条はなかったですね。第21条の１項

を削除して、ここの第２条へ移設したというのが

１班の説明でありまして、これはそういうことで

あります。 

 それから次、第３条の議会運営の原則でありま

す。第３条第２号、「政策立案・政策提言」とあ

ったんですが、条文上、余り「・」は使わないそ

うなので、「政策立案及び政策提言」という言い

方にさせていただきました。そこが大きく変わる

ところかなと思います。 

 それから、体言止めではない方がいいのではな

いかという議論が１班の中であったと伺っている

んですが、第１号、第２号という書き方になると、

体言止めで話すことという言い方になりますので、

これはそのままでいきたいというのが正副座長の

提案であります。 

 第３条、いかがでしょうか。いいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○森戸座長 ありがとうございます。では、第２

条、第３条、確定したということでよろしいです

か。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○森戸座長 次に、第４条であります。討議の保

障なんですが、ここはかなり議論になったんです

が、「議会は、議事機関として、その意思決定に

当たっては議員の公平で自由な質疑の場を保障し

なければならない」ということです。右側を見て

いただくと分かるんですが、会議規則第53条第３

項は「意見を述べることはできない」という規定

になっております。これを全体として確認をして

いただきたいということがあります。 

 それと、１班からのご提案で、質疑についてで

すが、申合せ事項の41ページと会議規則第54条で

回数が違うので、合わせる方向で議会運営委員会

で検討してもらう必要があるのではないかという

ことであります。 

 ここは正副座長でさんざん議論をしましたので。 

○飯田議会事務局次長 第４条のところで、第１

項、「その意思決定に当たっては議員の公平で自

由な質疑の場を保障しなければならない」という

条文に関連いたしまして、第１班の方で作業をし

ていただいて、会議規則第53条、発言内容の制限

のところで、「意見を述べることはできない」と

いうのはどうなんだろうかということで問題提起

をしていただいております。その件につきまして、

正副座長ともお話合いをしていただいたんですが、

今日お配りしております資料の中で、議会運営コ

ンサルタントの写しを配付させていただいており

ます。こちらの会議規則第53条の解説で、質疑に

ついては、「議題に供されている事項への疑義を

質すことであるから、自分の意見を述べるべきで

はない。ただ、自己の意見を述べなければ質疑の

意味をなさない場合は最小限認められよう。が、

この辺は質疑者の技術的なものであろう」という

解説が載っております。質疑といいますのは、本

来、議題となっております事件について不明確な

点について、提出者等の説明とか意見をただすも

のであるということで、したがいまして質疑に当

たっては自己の意見を述べることができないと標

準の会議規則ではなっております。そして、意見

を述べる場合は、討論ですとか、あるいは委員長

報告に載せる意見・要望というようなところで述

べていただくというのが本来かと思っております。

ただ、質疑の際に、自分はこう思うんだけれども、

どうなんだというような質疑の在り方は許される

ということで、こちらの議会運営コンサルタント

の解説を載せさせていただいております。第53条

の「意見は述べることはできない」という規定に

ついて、削除してはというご意見もあったかと思
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いますが、他市事例でございますけれども、ここ

の部分が削除されている市がございました。そこ

の市にお電話で伺いましたところ、昭和39年当時、

そこの部分については削除したということでござ

いますが、決して質疑の中で意見をもっぱらずっ

と述べるということではなくて、あくまでも質疑

は部局の疑義をただすために質疑をするというこ

とで、ただ意見を述べるというのは、このように

思うけれども、どうなんだという言い方でやって

いるということで、質疑の形は整っているという

ようなご回答を頂いております。ですので、ここ

のところを削除するということで、意見の述べて

終わりということになるかどうかということでご

ざいますけれども、質疑というのはあくまで疑義

をただすためのもの、そして、ただ意見を述べる

というのは、意見を述べて、更に相手の考えを伺

うということで最小限認められるという解説もご

ざいますので、あえて削除する必要があるかどう

かというところはご議論いただければいいかなと

思っております。 

 それから、質疑についてのところでございます

けれども、回数については、先ほど座長の方から

おっしゃっていただきましたとおり、会議規則の

方、回数を３回と合わせるような改正が必要では

ないかというようなお話合いになっております。 

○森戸座長 ありがとうございます。これは正副

座長でさんざん議論をいたしました。さんざん議

論して、削除してもいいのではないかという意見

もあって、それも検討しましたが、基本的にはこ

のままでということが正副座長の案でありまして、

もう少し皆さんからいい案が出れば、矛盾はして

いるんですよね。自由な質疑を保障すると言いな

がら、意見を述べることはできないということで、

ですから最低限質疑をする上で必要なことについ

て、ちょっと説明して意見を言うということは認

められているということですよね。 

○斎藤議員 質問の趣旨を明確にするためには、

その背景説明なり、自らの考えているところ、そ

の質問に対する自らの意見がなければ趣旨が伝わ

らないというところは多分あるんだろうと思うん

ですよね。それで言えば、こういった解説本もあ

るので、第53条の条文があったからといって、今

まで小金井市議会がやってきたことは別に質疑の

阻害になるものではないと私は思っております。 

 逆に意見を言わせていただくと、今、解説本の

二重丸のついている右側のところ、「己れ一人の

議場ではないことを知り、短い会期で全体が述べ

得るよう協力をするのがエチケットである」とい

う、こちらの方がより我々は身にしみて考えてい

かなければいけないと思います。これは意見です。 

○鈴木議員 私も斎藤議員の意見の部分に非常に

賛同するものであります。だから、質疑をする場

所と意見とは違うという、その中で議員としての

自己を律するという意味に捉えています。まさに

そうだなと思っていまして、それが結局効率的な

議事運営にも寄与するということで、これは私た

ちは本当に気をつけなくてはいけないことだと、

この解説の部分では受け止めています。という意

味で、意見なんです。そういう形で意見を述べる

ことができないということを残すということにつ

いて、私は特に異論は持っていないんです、会議

規則のところは。 

○片山議員 ここについてなんですが、「自己の

意見を述べることができない」という第53条第３

項を削ってはいけない理由というのは、何かはっ

きりと示していただいて、もし削らない場合に、

逐条解説の方で先ほどのコンサルタントの文章、

最小限認められるといった、こういったところを

載せるかというような議論が少しあったとは思う

んですけれども、まずは削れないのであれば、そ

のはっきりした理由と、それと逐条解説にどのよ

うにするかということについてを述べていただけ

ればと思っています。 

○森戸座長 基本的に小金井市議会の場合は、各
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委員会で質疑をし、質疑をした後、委員長報告に

載せる意見・要望というのがあるんですよね。基

本的には、そこで自分の意見や要望は述べると。

その後、討論ということも保障されているので、

あえて意見を述べることはできないということを

削らなくても保障している部分はあるのではない

かということで、これを削ることにはならないの

ではないかということになりました。そこは正副

座長でも若干温度差はあるんですが、基本は質疑

は質疑だと。最終的には、委員会で最終的な結論

を出すときに意見を述べるということが保障され

ているので、そこで補充するということになるの

かなということです。ただ、かといって、今、コ

ンサルタントの説明にあったように、やってはい

けないということではなくて、「自己の意見を述

べなければ質疑の意味をなさない場合は最小限認

める」となっていますので、ここの運用で行うと

いうことなのかなということです。あとは、それ

ぞれの判断だということになると思うんですが。

（不規則発言あり）逐条解説にですね。それは皆

さんで議論していただくことになると思うんです

が、どうでしょうかね。 

○飯田議会事務局次長 こちらの第４条の文言が、

「公平で自由な質疑の場を保障しなければならな

い」ということで、内容というのとちょっとまた

違うのかなと思いまして、直接は条文には会議規

則第53条のところは絡まないのかなとは思ってお

ります。あえてここを書くかどうかというのはご

議論いただくところではございますが、条文には

直接は絡まないのかなと思っております。 

○森戸座長 会議規則ではこのように書いてある

と。ただ、「自己の意見を述べなければ質疑の意

味をなさない場合は最小限認められる」というこ

とぐらいは逐条解説に載せられないかということ

ですよね、片山議員がおっしゃるのは。 

○片山議員 そう載せるかどうかは別として、第

１班の検討のところで出ていた意見だったもので

すから、逐条解説にどのように載せたらいいかと

いうのをここで議論して、少し不整合に思われる

ようなところが実はあるけれども、でもこういう

解釈なんだということを載せた方がいいのかどう

かを確認できればと思っているところです。 

○百瀬議員 今回の条例に関して、今の内容、逐

条解説うんぬんということではなくて、第53条の

方を何らか改定するのか、あるいはそれに逐条解

説をつけるのかというようなイメージを私は持っ

ていて、１班の作業部会でそういう発言をさせて

いただいております。 

○森戸座長 そのご意見も頂いて、意見を述べる

ことはできないと言って、その後に、ただし、質

疑の意味を明確にするために意見を述べることは

できるというふうになると、「できない」という

ことと「できる」ということが同じ条文上に入る

と、意味をなさなくなるということですよね。次

長からそういうご指摘を頂いて、いろいろやった

んですよ。百瀬議員がおっしゃることも私も提案

させていただいたんですが、条文上、意味をなさ

なくなるということだそうです。 

○飯田議会事務局次長 「意見を述べることはで

きない」として、それで、「ただし、こういう場

合は述べられます」となりますと、結局やってい

いですよという条文になるということでございま

して、余り意味をなさないということでございま

す。 

○加藤議会事務局長 今、会議規則第53条のとこ

ろの話になっていると思うんですけれども、この

発言内容の制限と、こちらの第53条はタイトルが

なっていまして、そもそも標準の会議規則の中に

もこういう条文が入っているんですが、これはな

ぜ入っているかというと、ここの条文の精神とい

うか心は、要は議会の会議における発言というの

は、当然議員の発言は自由でありますし、これを

十分に保障されなければならないという、こうい

う大原則がまずあります。そうはいっても、会議
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体である議会の内部関係においては、一定の規律

だとか一定の秩序、そういうものが考えられると。

そして、それをもとに議会というのが運営をされ

ていると、こういう実態がある以上、これを遵守

すべきことは当然であって、その限りにおいては、

会議の能率を高めるため全ての発言に自ら一定の

制限があってこそ、公正にして、かつ能率的な議

会運営が図られる、真の発言の自由が担保される

という、そういう考えのもとにそもそものこの会

議規則の中における発言内容の制限というものが

まず設けられているという大前提があります。そ

の中で、小金井市議会において、ここの第53条第

３項のところですけれども、「質疑に当たって、

自己の意見」うんぬんというところが問題になっ

ているんですが、これは先ほどから皆様の中でご

議論していただいているように、考え方としては、

自己の意見を質疑の中に織り交ぜないと、その質

疑の意味をそもそもなさないというような形が本

来想定されておりまして、そういう部分について

は例外として、ただ、自己の意見だけを質疑と、

想定としては、関係なくと言ってはあれなんです

が、議会の能率的な運営という部分からは一定の

制限が必要だと、そういうことでこれはそもそも

設けられておりますので、その辺のところの運用

を、今、小金井市議会の現状と照らし合わせてみ

て、これを削らないと小金井市議会の運営上何か

重大な支障があるとか、逆にこれがあった場合に

重要な支障があるかというところの観点でお考え

いただけると、今、出ている議論の中で、議員の

方々の間で、今日お配りした中では、エチケット

であるとかいう文言も出ていますけれども、この

辺のところは、お互いの部分でその辺のところは

お含み置きいただいた上での運用をしていただけ

れば、それでもよろしいのではないのかなと事務

局としては考えております。 

○渡辺（ふ）議員 意見といいますか、直接では

ないんですけれども、私が議員になった頃は、よ

く意見らしいことをしゃべっていると、早く質問

しなさいという不規則発言がよくあったんです。

そうなんだなということをよく確認をしたことが

ありました。でも、最近そういう不規則発言をさ

れる方が余り多くなくなって、というかほとんど

いらっしゃらないのではないかと思うんです。で

すから、知らない間にこれでいいんだと、意見も

主張していいんだみたいな雰囲気が少しあるのか

なと私は思ってはいました。改めて確認をして、

先ほどありましたけれども、能率よく全ての方が

発言できる時間を保障するという意味では、これ

は心しておくことの方が良かったのではないかな

と。また、そういうものだということを確認する

必要はあるのかなということを改めて感じていま

す。 

○森戸座長 エチケットの前の文章もまだあるの

で、そこもよく読んでいただくといいかなと思う

ので。 

○宮下副座長 ついでに、補足的な意見で申し訳

ないんですけれども、さっきから何度も座長が言

っているとおり、実際に議員は意見を言える場が

あると思うんです。委員長報告に載せる意見・要

望もそうだし、一般質問の場でも意見は言えるわ

けですから、質疑と質問は違うともよく話が出て

いますけれども、要するに意見を言える場がある

ということはベースに考えておいてもらって、た

だ、委員会とか本会議の質疑の場は質疑なんだか

ら、議案に対する質疑が大事なんですよと、その

辺の区切りというか、けじめというか、そういっ

たことではないかなと思います。 

○森戸座長 だから、よく委員会で質疑をしない

で、私はこのように思いますと、この意見を申し

上げますとおっしゃることがあるんですよね。そ

れは質疑ではないよねということだと思うんです

よ。ただ、継続になるにしても、ここでちょっと

意見を言っておかないといけないなという場合が

あって、それはみんなお互いの良識の範囲の中で
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認め合っていることなのかなと思っていて、それ

もだめだということにはならないのかなと思うん

ですよね。だから、今までどおりでいいのかなと

思うんですが、このコンサルタントの意見をそれ

ぞれよくしんしゃくして、お互いが質問ができる

保障をしていくということだと思うんですけれど

も、ということで、私が言うのも何なんですけれ

ども、どうなんでしょうか。 

○白井議員 皆さんお話をされているとおりだと

思っていて、今、座長もまとめられているとおり

だと思っているんです。第53条の一番最初には、

「発言は全て簡明にするものとし」というのもあ

るので、そういうことも含めて、我々としてはそ

れを意識しながらやるべきかなと思っています。 

○森戸座長 分かりました。では、会議規則に残

すということでよろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○森戸座長 それと、もう一つは質問の回数なん

ですが、これは申合せ事項では３回までとすると

うたっていて、会議規則第54条では、「質疑は、

同一議員につき同一議題について２回を超えるこ

とができない。ただし、特に議長の許可を得たと

きはこの限りではない」となっておりまして、現

状３回となっているので、これは議会運営委員会

に会議規則を直していただくということで提言す

るということでよろしいでしょうか。 

○斎藤議員 ここは議長、もしくは直すのであれ

ば、会議規則だから委員会のあれとは違うんです

ね。議長の許可を得たときはこの限りではないと

いうことで、実際これが使われているということ

で、私はこのままでもいいのかなと思ってはいる

んですけれども、深くはこだわりません。変えた

方がいいという方が多ければ反対しませんけれど

も、このままでも何ら不自由なことはないのでは

ないかなと思っております。 

○森戸座長 そういう声がありますが、いかがで

しょうか。 

○片山議員 私は何らか整理した方がいいかなと

思っています。今、板倉議員から議長ということ

が言われていますけれども、議長というのを委員

長と読み替えて使っているという、今のあれなん

でしょうか。ここも含めて、ある程度の整理があ

った方がいいかなとは思っています。 

○小林議員 事務局にお伺いしたいんですけれど

も、この二つの違いは、単なる間違いなのか、プ

ラスワンのところはこういう意図なんだという、

その背景があれば、それをまず確認したいと思い

ます。 

○飯田議会事務局次長 会議規則第54条を見てい

ただきますと、「同一議題について２回を超える

ことができない。ただし、特に議長の許可を得た

ときはこの限りではない」ということで、議長の

許可を得れば、３回、４回、５回とできるんだと

いうことだと思います。ただし、申合せを見てい

ただきまして、初めは２回までだったのが、３回

目をやるときは、初めは議長の方に許可を得てや

っていたということがあるかもしれません。私は

そこまでは調べていなくて申し訳ないんですけれ

ども、ただ、この申合せは、３回、４回、５回と、

そういうところまでやってしまうと、ほかの議員

の発言の機会を失わせてしまうようなことも出て

きます。申合せに書いてございますように、会議

規則の趣旨からして、全員に平等な発言の機会を

与える意味からも、原則として主質問３回までと

書いてございますけれども、４回、５回とやるの

はやめようというような趣旨だと思います。です

けれども、今、３回目の質問が特に議長の許可を

得ないで普通に手を挙げてやっている現状がござ

いまして、そういった意味で、特に議長の許可を

得ないで３回までやっているという現状を見ると、

この会議規則第54条の方はそれを合わせて３回と

するというのもよろしいのかなとは思っていると

ころでございます。 

○加藤議会事務局長 今の回数のことなんですけ
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れども、標準会議規則で示されたのは、市部につ

いては２回、町村は３回ということで、実はこれ

は示されております。そういうこともあって、小

金井市の会議規則も２回という形になっています。

今、次長の方で説明させていただきました小金井

市議会につきましては、平成12年８月30日の議会

運営委員会の確認事項で、１人３回までという形

の申合せに基づきまして現小金井市議会において

は運用がされているという形になっております。

ただ、これが会議規則上で見ると、確かに何か法

的にまずいかというと、特に議長の許可を得たと

き、これは委員会においては委員長という形で読

み替えていいと思うんですが、ということである

と、うちの今、行っている３回というのが、毎回

３問目については特例の形を適用してやっている

というように読めるんですね。つまり、会議規則

で２回と言っていて、特に議長及び委員長の許可

を得たときはということであれば、今、行ってい

る３問目というのは毎回例外のところで認めてい

るというような運用に読み方からするとなってし

まうので、そういう運用が果たしていいのかどう

かというような疑問がありまして、もともと３回

ということで運用が定着しているということであ

れば、議会運営委員会の方で会議規則の変更も含

めて、そちらの方でお話をしていただいたらとい

う、そういう意味で議会運営委員会の方に投げた

らという意味でございます。 

○五十嵐議員 今、説明があったように、運用の

まま、このままやり続けるのか。それとも、この

際、会議規則を訂正するのかというのは、議会運

営委員会で議論してもいいのではないかと思いま

す。 

○森戸座長 それでは、ここでは結論を出さない

で、議会運営委員会で議論していただくというこ

とで一致していただいて、会議規則の変更が必要

かどうか議論をしていただくということでよろし

いでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○森戸座長 では、これは議会運営委員会で議論

するということであります。 

 ちょうどお昼を過ぎましたので、昼休憩のため、

しばらく休憩します。 

午後０時03分休憩 

                  

午後１時05分開議 

○森戸座長 再開いたします。 

 休憩前に引き続き、議会基本条例の素案につい

て協議を行います。 

 休憩前までは第４条までいきましたね。そうす

ると、第４条は、第１項はご了承いただくという

ことで。 

 それで、第４条第２項ですけれども、一応文言

としてはこれでよろしいですよね。これもオーケ

ーということでいいですよね。ただ、会議規則の

回数のところだけですので、条文としてはこれで

確定するということでよろしいでしょうか。 

○片山議員 すみません、第１項なんですけれど

も、先ほどの第53条第３項のところではある程度

一致してというか、残すという話になったんです

けれども、その書き方について、先ほど森戸座長

の方でいろいろと説明してくださって、今、議事

録に残って良かったなとは思っているんですが、

そういったことも含めて、第54条の方は議会運営

委員会で検討ということがあるので、もしできれ

ば第53条第３項についても、本当は議会運営委員

会で一度検討した方がいいのではないかなと私は

思うんですが、蒸し返した議論になってしまって

申し訳ないんですけれども、残すということでは

いいんですが、その表現の仕方について、何かし

らできないだろうかというのを意見として申し上

げておければと思います。確定はしなくてもいい

んですけれども。 

○斎藤議員 片山議員のおっしゃることはよく分

かるんですけれども、そこを余り突き詰めてしま
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うと、逆に息苦しくなってしまうこともあるので、

そんなこともあるのではないでしょうかというこ

とだけ申し上げたいと思います。 

○森戸座長 代表者会議が議会運営委員会に送ろ

うということであれば、そうしたいと思うんです

が、もし不一致であれば、片山議員の方から議会

改革として提案していただくということでまとめ

るということでいかがでしょうか。あと、斎藤議

員のご意見もあったので、余りぎしぎしにしてし

まうと、逆に運用も難しくなる場合もあるのでは

ないかという声なんですが。（不規則発言あり）

では、今、そういうご意見はあったんですが、会

議規則第53条は、代表者会議としては動かさない。

ただ、一部に検討した方がいいのではないかとい

うご意見があったということにまとめさせていた

だきたいと思いますが、よろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○森戸座長 では、次に第５条、議員の活動原則

であります。ここでは、文言上の整理として、第

１号、「市民全体の福祉の向上」とあったのを、

第１条と同じように、「市民全体の福祉の増進」

と変更させていただきたいと思います。 

 また、第２号の「・」、これを「政策立案及び

政策提言」という「及び」を入れさせていただく

ということであります。 

 それで、備考を見ていただくと分かるんですが、

代表者会議での議論についてということで、これ

はまだ違いますね。ごめんなさい。これは関係な

いですね。 

 第５条はそこだけですね。これについてはいか

がでしょうか。異議なしでよろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○森戸座長 では、第５条を確定するということ

で確認をさせていただきます。 

 次の災害時の対応、第６条であります。これは

このままということですね。それで、第６条につ

いては作業部会ではまだ議論していないというこ

とで、これは保留です。保留でいきますので、よ

ろしくお願いします。 

 次に、第７条であります。会派についてです。

これは、第５項の「政策立案・政策提言」を「及

び」にかえるということがあります。 

 それと、右の備考です。代表者会議での議論で

は、逐条解説については明記しないと。ちょっと

ここを説明してください。 

○飯田議会事務局次長 こちらの備考欄に書いて

あるところなんですけれども、第１班の方でご指

摘いただいたものに正副座長としてお答えする内

容として書かせていただいております。第７条の

会派について、第１班のご議論の中で、まず①な

んですけれども、代表者会議での議論を逐条解説

などにどう反映させるかというご意見があったと

伺っておりますけれども、議論の経過は特に逐条

解説には載せないと。議論の内容については、今

後作成する報告書、または採決の際に行う賛成討

論などで表現できる場があるというような回答を

正副座長からさせていただいているというところ

でございます。 

○森戸座長 ということでありますが、今のとこ

ろはいかがでしょうか。 

○片山議員 逐条解説をどう作るかというところ

で議論になったものですから、その確認というこ

とで、こういった疑問の声というか、質問をさせ

ていただいて、そして報告書などでの整理という

答えを頂いているわけなんですけれども、報告書

はどこでどのように作られるかということについ

てを説明していただけるとよろしいかなと思いま

す。 

○飯田議会事務局次長 報告書につきましては、

先般の牧瀬先生のご講義の中で、作ったらという

ようなお話もありました。制定、可決に併せて報

告書というものをもし作っていくとしたら、一緒

に、可決と同時に完成するような形で作るのがよ

ろしいのかなと思っております。報告書には、今
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までの議論の経過ですとか結果、あるいは各委員

の感想を載せるなどが考えられるかと思っており

ます。 

○片山議員 誰がまとめ、作るかというところに

ついてを、決まっていないかもしれないんですけ

れども、どういった状況でまとめられているかだ

けの説明でもお願いできればと思います。 

○森戸座長 代表者会議の議論については、報告

書をまとめるのは正副座長になると思いますので、

どういう議論があったかということについて、一

定の議論の経過は載せる必要があるかなと思って

います。どこまで載せられるかは、事前に報告す

る中身も皆さんに確認をしていただかなければい

けないと思いますので、そういうことになるかな

と思いますが、よろしいですか。皆さん、そうい

うことでよろしいでしょうか。代表者会議での会

派の議論とか、ここに限らず結構いろいろとした

と思うんですよね。その経過については、こうい

う議論とこういう議論があったが、最終的にはこ

うなので、このように結論は出たという形の回答

になると思うんですが、よろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○森戸座長 では、そのようにしていきたいと思

います。 

 では、次のところ。 

○飯田議会事務局次長 第１班のご議論の中で、

会派とは何ぞやということで、会派の人数、そも

そも複数だという考え方と、小金井市議会に１人

会派が存在する事実ということで問題提起がなさ

れております。これについては、代表者会議の中

でかなりご議論いただいたと思っております。 

 それから、議会活動を行うための会派というこ

とで、説明書きとしまして、政策集団、議会内の

交渉団体、政務活動費の交付対象というような逐

条解説の内容ではいかがかというようなご回答を

正副座長の方からさせていただいているところで

ございます。 

○森戸座長 その点はいかがでしょうか。会派の

人数なんですが、若干ここは議長から、第７条第

３項の言い方はどうなんだと。「議員は、一人の

場合においても、会派として届け出るものとす

る」という言い方はどうなんだろうという意見を

若干頂いたんです。これは余りもう変えたくはな

いということで、正副座長は議長に答えたんです

けれども、これ以上やったらまたもとに戻るので

という話をしたんですが、なぜこれを入れるのか

ということは若干説明しないと分からないかもし

れないですね。 

 会派間の協議について、逐条解説で会派代表者

会議を明記し、説明すると。それは、ハンドブッ

クは情報公開しているので、逐条解説に載せると

いうことは法的拘束力はないということから、載

せてもいいのではないだろうかという結論に至り

ました。ここは新しいところかなと思っています

ので、皆さんでご確認いただければありがたいと

思っておりますが、いかがでしょうか。 

 ちょっと休憩します。 

午後１時22分休憩 

                  

午後１時24分開議 

○森戸座長 再開いたします。 

 今のような逐条解説の意味合いがあるというこ

とを踏まえながら、もしご意見があれば受けたい

と思います。 

○片山議員 確認なんですが、すると会派間の協

議についてというのは、会派代表者会議と、また

議会運営委員会についても記した方がいいという

ことと、ほかの会派間協議は別の場ではあるかも

しれませんけれども、そういったものを含めた形

での逐条解説にしていくというような形でよろし

いんでしょうか。 

○森戸座長 そうですね、そのことでいいと思い

ます。議会運営委員会もあるし、会派代表者会議

もありますし、そういうものであるということの
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逐条解説を書いていただければいいかなと思いま

す。よろしいでしょうかね。 

○飯田議会事務局次長 こちらの備考欄にござい

ます会派の届出についてでございますが、議会基

本条例のところで、１人の場合においても会派と

して届け出るものとするとございますが、こちら

については、政務活動費交付の条例規則に定める

届出に準じることとさせていただきたいと思いま

す。二つも三つもということではなくて、こちら

の方で１本で、そちらの届出に準ずるという形に

させていただければと思っております。 

 会派の届出なんですけれども、多摩市議会など

では、会派として、政策集団としての届出という

のがあって、それからまた政務活動費の交付対象

としての届出と、２本やっているようなんですけ

れども、小金井市議会では政務活動費交付のため

の届出１本で済ませるという形で、そちらの方を

届ければ会派としての、政策集団としての届出も

されたと見なさせていただくというか、そういう

形をとらせていただきたいかなと思っております。

もし二つきちんとやるべきだということでしたら

ば、それなりの規則などを作らなければならない

かなと思っておりまして、その辺ちょっとご確認

いただければと思っております。 

○片山議員 今、出しているものというのは会派

結成届というものだけですよね。あれは政務活動

費のためというか、今の状況をもう一回説明して

いただければと思います。 

○飯田議会事務局次長 今、届け出ていただいて

おりますのは、小金井市議会の政務活動費の交付

に関する条例、それからそれに伴う条例施行規則

のところにございます様式で届け出ていただいて

おります。こちらの例規集の80ページのところ、

議長に会派結成届を速やかに提出しなければなら

ないという第２条でございますが、こちらは政務

活動費の交付に関して届け出ていただいていると

ころでございます。今、申し上げたのは、こちら

の方を届け出ていただければ、会派、政策集団と

しての届出もされたものと見なすという形で、一

本化させていただければと思っておりまして、そ

れをご協議いただければと思っております。他市

事例では、２本それぞれ、政策集団としての届出、

あと政務活動費としての届出、両方やっている市

もあるんですけれども、それだけ手間もかかると

いうところもございますし、こちらについては、

こちらの政務活動費の交付の条例規則に定める届

出に準ずることとすると、こちらの備考欄に書い

ておりますのはそういった意味で書かせていただ

いております。 

 今現在、政策集団としての届出というのは特に

規定がない状態でございます。政務活動費絡みの

届出をしていただいているだけという形になって

おります。 

○森戸座長 ちょっと休憩します。 

午後１時30分休憩 

                  

午後１時42分開議 

○森戸座長 再開いたします。 

 会派の三つの位置付け、特に政策集団としての

位置付けという点から言うと、政務活動費の交付

対象の届出を行ったことと併せて政策集団として

の会派の位置付けが発生するということを含めて、

逐条解説で述べていただくということでよろしい

でしょうか。その点は１班の皆さんに委ねたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

○小林議員 そこまではそれでよろしいんですけ

れども、そこに載せるのであれば、条例なり規則

にそういうことだということを載せる必要がある

か、ないかというのを、来期の議会運営委員会に

でも議題として申し送る必要があるのかなと思う

んですけれども、いかがでしょうか。 

○森戸座長 会派という規定を会議規則に載せる。

会議規則には載せられないですね。 

○小林議員 最低限、政務活動費の支給の条例が
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あります、交付の条例、これが会派に対しとか書

いてあるので、ここの軽微な修正かもしれません

けれども、その辺を見直す必要はあるのかなと思

います。 

○森戸座長 政務活動費の交付に関する中で、交

付対象、政務活動費は、「小金井市議会における

会派、所属議員が１人の場合を含む、以下「会

派」という」とあるんですが、会派の用語説明を

しておく必要があるということですよね。会派の

定義を行うというのは、条例ではなかなか難しい

んですかね。会派の届出、規則の方ですかね。規

則第２条、「小金井市議会において会派を結成し

た場合は、会派の代表者は議長に会派結成届を速

やかに提出しなければならない」、これは条例の

施行規則に会派の位置付けは載せなくていいかと

いうことなんですが（「政務活動費の条例です

か」と呼ぶ者あり）はい。条例施行規則。（「今、

休憩ですか」と呼ぶ者あり）いいえ。 

 休憩します。 

午後１時44分休憩 

                  

午後１時51分開議 

○森戸座長 再開いたします。 

 ただいま小林議員からご提案があったことは、

大変重要かなと思っております。政務活動費の交

付に関する条例の中でどう位置付けるかというこ

とを含めて、議会事務局と正副座長で検討させて

いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○森戸座長 よろしくお願いいたします。 

 逐条解説でこの三つを述べるということについ

ては、よろしくお願いしたいと思います。政務活

動費の交付に関する届出を行った段階で政策集団

としての会派の位置付けを行うということなどを

含めた文言ですね。１班でよろしくお願いいたし

ます。 

 第７条はよろしいでしょうかね。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○森戸座長 では、そういうことで確定をいたし

ました。 

 次に、第８条であります。ここは、一つは、

「市民に開かれた市議会」となっていたんですが、

全体の文言を合わせるということで、「市民に開

かれた議会」とするということがあります。 

 それから、あとは次長の方で説明していただい

ていいですか。 

○飯田議会事務局次長 第８条のところでござい

ます。「市民に開かれた市議会」となっていたタ

イトルでございますけれども、第１条を見ていた

だきますと、「小金井市議会（以下「議会」とい

う）という形になっております。したがいまして、

「市民に開かれた市議会」というタイトルでござ

いますので、第１条の括弧書きのところに準じま

して、「市民に開かれた議会」が適当ではないか

ということでご提案させていただいております。 

○森戸座長 ということです。あと、備考を見て

いただいて、全体は原則公開とするということに

なっていますが、そこもお願いします。 

○飯田議会事務局次長 備考欄を見ていただきま

すと、申合せのところで、こちらは議会運営委員

会の規定でございますけれども、39ページのとこ

ろでございます。「委員会協議会の原則公開につ

いて、議会運営委員会協議会は原則として公開と

する」という形になっております。公開といいま

すと、基本的に傍聴の自由、報道の自由、会議録

の公表ということが３点セットとなっております。

協議会につきましては、基本的に会議録を作って

おりません。したがいまして、原則として傍聴を

認めるなどの文言が適当ではないかと思われます

ので、こちらは議会運営委員会で検討していただ

ければよろしいのかなと思っております。 

 それから、非公開理由の公表につきましては、

小金井市議会の独自規定でございまして、どうい

うことが精神としてあるのかということを逐条解
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説で明記していただくのが適当かと思いまして、

第１班の方でも、こういったことがあるというこ

とで、かなり細かくご検討していただいておりま

すので、そういったことを盛り込んだ逐条解説が

よろしいのかなと思っております。 

○森戸座長 １班の方から何かありますか。 

○片山議員 逐条解説については、案としてはも

う大分上がっているんですけれども、ただ、今、

ずっと第１条からやっていても、そこの中では逐

条解説については今日はやっていないわけなんで

すが、また後でまとめてという形になると思うん

ですが、傍聴についての規定についてもかなり細

かくいろいろと検討をしているところではあると

いうことだけお伝えしておきたいかなと思ってい

ます。その上で、原則公開していることについて

をどのように表現していくかということでの議論

から、ここに書いてある、申し上げたことかなと

思っています。 

○森戸座長 「委員会協議会は原則として傍聴を

認める」と変更する方向でどうかということです

よね。ただ、傍聴だけではなくて、ユーストリー

ムも流しているということもありますよね、委員

会協議会、そこはいいんですかね。議会運営委員

会協議会の申合せ事項の原則公開は議事録がない

ため、修正の必要があるということなんですね。

それで「傍聴することができる」ということです

よね。 

○片山議員 今、座長がおっしゃったように、全

ての公開に当たっていないということでの訂正が

必要ではないかという指摘があるわけですが、逐

条解説で今、上げている案の中では、委員会にお

ける協議の場について傍聴することができるとい

うぐらいになっていて、これは要検討で、まだ検

討中なんですけれども、今、おっしゃったユース

トリームについてというのが、あるいは付け加え

た方がいいのかとか、そういうことがあるのかも

しれないと思いました。 

○森戸座長 そうすると、ここはまだ１班では結

論は出ていなかったんでしたか。 

○片山議員 逐条解説については、この間、打合

せをしたときに、第１項について、もう少し短く

した方がいいのではないかとか、そういったご意

見を頂いたかなと思っています。ですので、また

ここは改めて投げてという形になっていくのでは

ないかなと思っています。第２項は林議員に作っ

ていただいていて、第１項は五十嵐議員に作って

いただいていてというような形なんですけれども、

改めてもう一回見直していくということでもいい

かなとは思っています。逐条解説は全条に作ると

いう話で取り組んでいるところなので、もう一度

全体を見ていかなければいけないかなという段階

かと思っています。 

○森戸座長 そういうことですので、１班でもう

ちょっと議論をということですかね、逐条解説含

めて。「原則公開」とはどういうことなのかとい

うことですよね。これは非公開の場合もある。

（「秘密会」と呼ぶ者あり）秘密会ですね。「た

だし、公開しない場合については、その理由を明

らかにしなければならない」ということにしてい

るのは、秘密会について、個人情報を保護するた

めとか、そういう理由をつけて非公開とするとい

うことがあるということをうたっておいた方がい

いということで、こういう表現になっているとい

うことですよね。そこはよろしいでしょうかね。 

 では、これはまだ保留ということになりますか

ね。条文としてはいいということですね。あと、

逐条解説を更に深めていただくということで、よ

ろしいでしょうか。 

○片山議員 逐条解説はもう一度検討になってい

くとは思うんですけれども、非公開理由の公表に

ついて、備考欄に書いてあるようなところを考慮

しながら何かしら盛り込むということの確認でよ

ろしいですか。 

○森戸座長 逐条解説に盛り込むということです
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よね。これは皆さん、いかがですか。備考欄にあ

る非公開理由の公表について、小金井市議会の独

自規定で、議会の精神を逐条解説で述べると。だ

から、それぞれどういう事件だったかというより

も、なぜ非公開にするのかというところだけを述

べるということを逐条解説で述べていただくとい

うことで、よろしいですね。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○森戸座長 ということですので、片山議員、よ

ろしくお願いします。 

 次に、第９条ですが、若干これは、もう少し議

論をする必要があるところなんです。一応、今日

ご提示していますが、若干正副座長と事務局で協

議をさせていただければと思っています。つまり、

「市民の声を反映させる議会」という、「議会

は」という主語になっていますが、これについて

はどういうことを指すのかということを含めて協

議をしておいた方がいいのではないかということ

だったんですが、１班の方からは、体言止めでは

ない言い方の方がいいのではないかというご意見

を頂いたのかなと思っているんですけれども、違

いましたか。そういうご意見があったんですが、

正副議長としては体言止めにさせていただきまし

た。 

 第２項の第１号、第２号、「聴く機会を設け

る」となっているんですが、「聴く機会を設ける

こと」、それから第２号も「機会を設けなければ

ならない」というのを「機会を設けること」とい

う言い方にしました。それから第３項は、「議員

または」の「または」は平仮名を漢字にし、「政

策提案」というのを「政策立案及び政策提言」と

いうふうに文言を調整したということであります。 

 次長から問題提起だけしておいていただけます

か。 

○飯田議会事務局次長 第９条の第１項のところ

でございますけれども、「議会は、市長から提案

された議案について、誠実に審議するとともに、

必要に応じて、市民の意見を聴く機会を設けるも

のとする」ということで、「議会は」ということ

が主語になっております。そうすると、市長から

の提案議案について、例えば今現在、個々の議員

の活動の中で市民の方にご意見を聴くということ

があるかと思いますが、ここでは「議会は」とい

うのが主語になっておりますから、議会の活動と

してこういう市民の意見を聴く機会を設けていく

のかどうか、どういうものを想定しているのかと

いうのを問題提起させていただければと思ってお

りますのと、第３項につきましても、似たような

ことなんですが、「議会は」という形で主語にな

っておりまして、「議員又は委員会が条例等の政

策立案及び政策提言をするに当たって、市民との

懇談などの手段により、意見を聴く機会を設ける

よう努めるものとする」となっております。そう

しますと、先ほど来、ご議論いただいている政策

検討会などで、全会派が一致でそういう政策立案

をしていこうという場合には、議会全体でそうい

うことを設けていくというのはあるかと思うんで

すが、例えば個々の議員が政策立案、提言すると

きも、議会としてそういう市民との懇談などの手

段によって意見を聴く機会を設けるようにしてい

くのかということで、ちょっと問題提起をさせて

いただければと思っております。 

○森戸座長 何かありますか。第１項の場合は、

公聴会制度などは市民の声を聴く機会になるのか

なと思うんですけれどもね。 

○飯田議会事務局次長 第９条第１項なんですが、

公聴会ですとか参考人制度を想定しているとする

と、また第10条のところでその制度が別にあるの

で、ここでうたっているのは別のことと捉えられ

るかと思うんです。公聴会制度や参考人制度では

ない別のそういう意見を聴く機会を設けるという

形になるかと思うので、どういうものを想定して

この条文を設けるのかというご確認をいただけれ

ばと思っております。 
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○森戸座長 そういう意見なんですが、ここもか

なり議論してきて、ある意味、精神条項みたいな

ところなのかなと思っているんですけれども、全

体としてはそういう姿勢を持って当たると。具体

的には、手段として公聴会制度及び参考人制度が

あると。公聴会制度だけに限りませんけれども、

議案を審査するに当たって市民の意見を聴く機会

を議会として設けるということは、あり得る話か

なと思っているんですが、委員会として市民の声

を聴く場を設けることだってあるでしょうし。 

○片山議員 １班の議論の中でも具体的な事例を、

課題解決検討などのところに挙げていて、この間

あっただろうという幾つかの事例を書いていたん

です。それをどう整理するかというところで、２

班に送りたいねなんて話をしたんですが、それが

そのままになっているわけなんですけれども、た

だ、これは正副座長、議会事務局にしか言ってい

ないので、ほかの一班以外の方は見ていないわけ

なんですけれども、そういった幾つかの事例がこ

の間あったなということについては、多少挙げて

いるかなとは思います。 

 あともう１個、提案として、第１項、第２項の

主語の「議会は」を削除するということでの提案

をしていて、ここに削除というか、傍線が引っ張

ってあるかなというのだけ、第２項の第１号、第

２号、と思います。 

○森戸座長 そうですね、第２項の第１号、第２

号の「議会は」というのは重なるので削ったとい

うことです。ただ、第１項と第３項の「議会は」

というのを、第１項と第３項も「議会は」になっ

ていますよね、この表現だとどういうことを意味

するのかというのがありましたので。 

 第１班ではどういうことがあったのかというこ

とで言うと、例えば図書館業務見直しに関する、

これは陳情の審査ですかね、これで厚生文教委員

会の有志で懇談を行ったと。そして、学童保育連

盟から全議員にお声がかかった協議会への個別で

の参加、陳情採択に当たって体育協会と厚生文教

委員会の有志で懇談を行ったということです。 

 事務局としては、有志とかいうのは議会ではな

いということだと思うんです。だから、議会とし

てやるとしたら一定のルールなり、具体的なもの

が必要なのではないですかということだと思いま

す。議会事務局がそこを厳密にしたいということ

は、それはそれであると思うんです。一方、そう

はいっても、議会全体として捉えたときに、明確

にこういう場合だ、こういう場合だということで

はなくて、臨機応変に「議会は」として、いろい

ろなケースがあるわけだから、余り規定しなくて

も良いのではないかと思うところもあります。そ

こは皆さんのご議論かなと。 

 議会という規定は、第１条で小金井市議会と規

定していますから、そうなると、議会全体の合意

の中でやられる市民の意見を聴く場ということに

なるのではないかという議論もあるということで

すね。 

○宮下副座長 枝葉のお話になるかもしれません

けれども、そういう流れの中でいうと、「必要に

応じて」という部分の解釈をどうするかという、

委員会の中だったら委員会の中で一致させるのか

とか、その辺は実際の運用に当たっては考えてい

く必要があるかなと思います。 

○板倉議員 次長にお伺いしたいんですけれども、

第10条も含めてなんですが、市民の意見を聴く機

会を設ける場合は、委員会としてでもあると思う

んですけれども、議決するんでしたでしょうか。

もし議決となってくると、今、宮下副座長が言わ

れたように、議会としての対応になると、その辺

はどうなっていますでしょうか。 

○飯田議会事務局次長 公聴会制度や参考人制度

を委員会とか本会議でご利用される場合は、そう

いう決が必要かと思うんですけれども、全会一致

という形でやっているかと思います。市民の意見

を聴く機会、懇談会程度の形でのことを想定して
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いるとすると、個々の議員もしくは委員会で非公

式にやっているというのはあるかと思うんですけ

れども、小金井市議会として公式な場としてやる、

議決は必要ではないとは思うんですけれども、そ

ういう公式な場でやるという確認が必要なのかな

と思っております。そこまでの活動なのかどうか

というところが確認いただければと思っていると

ころです。 

○森戸座長 公式でなくても公式でも、委員会で

全体で確認して市民の意見を聴く場を設けていく

というのが基本的な私たちのスタンスだと思うん

です。したがって、私は余りいじらない方がいい

と思っています。議会という場合に、委員会にな

る場合もあるし、各会派代表者会議などで意見を

聴こうといって聴く場合もあるし、それは臨機応

変にしておいた方がいいのではないかと思うとこ

ろもあるんですけれども、全部縛って、委員会が

聴く場合には全会一致が必要だとか、またそのよ

うに全て縛っていくのかと、それが小金井市議会

らしさなのかなというのは、ちょっと疑問に思う

ところもあるんですけれども、皆さん、そういう

バイアスを持ってこの間、自民党も含めて、共産

党からいろんな会派が各市民の意見を聴く場を設

けてきたのではないかと思っていて、その点はど

うなんでしょうか。 

○中山議員 座長おっしゃるとおり、市民の皆さ

んのために議会が一体となってヒアリングをして

いくというのは、それはごもっともだと思います。

そこは否定するつもりもありませんし、委員会な

のか、何なのか、議会の機関が聴くというのは、

それはおっしゃるとおりだと思います。ただ、市

民の皆さんの声というのも、私、議員をさせてい

ただいて２期目、対応性もありますし、いろんな

ご意見、両極端のご意見もありますので、多様的

に聴いていく必要があるのかなと。何が言いたい

かというと、偏った声にならないように我々も配

慮していく必要がある。そこは考えながら条文を

決めていけばいいと思っています。 

○片山議員 先ほど座長がおっしゃった、一般で

事例として上げたものというのが、有志というこ

とでくくってはいるんですけれども、委員長など

に議会事務局を通して何かあって、そして声をか

け、委員会の委員がほとんど集まっているんだけ

れども、正式なそういうあれではないので、一応

有志という表現をしているだけではあるんですね。

ただ、それが非常に硬直化した議決とか何とかい

うことではなくて、そういった市民からの申込み

があれば、そこの場で委員長なり、副委員長なり

が判断し、議長などの何かしらの許可というか、

確認をしながら、一応公式な場という位置付けで

こういった懇談を開いているというような、そう

いうシステムというか、ルールが作れればいいと

いうようなことなんですかね。今ここで作るとい

うわけにいかないので、それをおいおい検討する

というような、そういうことになっていくという

ことなのでしょうか。 

○森戸座長 想定されることが十分に議論ができ

ていないので、事務局としてもどのように取り扱

うかというところで懸念をしていらっしゃるとこ

ろがあると思っています。ただ、私などは、この

間のいろんな市民の皆さんとの協議の場に、与党、

野党関係なく出ていらっしゃるというのはすごい

変化だなと実は思っているんです。私たちが１期

目のときは、なかなか出るところが偏ってしまう

わけです。大体そうなっていたわけです。それが

今は本当に関係なく、市民から呼び掛けがあれば

出られているというのは、本当にいいことだなと

思うわけです。ですから、その小金井市議会の良

さをきちんとこの中にうたっていく、市民の声を

反映させると題名はなっているんですが、反映さ

せるかどうかは出た議員の会派のそれぞれの意思

だと思うんですが、いずれにしても、そういう場

所を議案の審査の際にも必要に応じては設けるし、

議員や委員会が政策立案をする場合にも市民との



－ 30 － 

懇談などをする場所というのは、議会の姿勢とし

て設けていくし、それを尊重していくということ

なのかなと思っているんですけれども。 

○板倉議員 先ほど私が次長に確認した理由とい

うのは、第９条の主語が「議会は」となっていま

すよね。第５条で議員の活動原則を言っています。

有志と言った場合に、「議会は」という主語でい

いのかどうかというのが、条文でうたう場合にど

う判断すべきかなと思っているんです。要するに、

各議員あるいは各会派の議員有志も含めて、第５

条で集約できる部分もあるのかなと思っているの

で、主語を「議会は」という場合にどう判断する

かというところで、今、どう整理するか悩んでい

まして、だから議決が必要なんでしょうかという

質問をしたんです。その点、私もまだ整理ができ

ていない部分があるんです。 

○五十嵐議員 ここの条文に関しては、余り細か

く、議決をしてだとか、議会と言った場合は有志

は除くとか、例えばそういう細かい規定が必要か

なと、逆に要らないのではないかなとちょっと思

っていまして、どちらかというと、議会として必

要に応じてだから、ケースバイケースですけれど

も、議会としてそういう市民の意見を聴く機会を

設けたりとか、あるいは懇談したりとかやります

よという姿勢を表しているという程度でいいのか

なと思っているんです。確かに今までそういう場

面というのは、どちらかと言えば多分少なかった

んだろうと思いますので、徐々に出てきていると

いう状況も踏まえて、ちょっと理念的な捉え方に

はなるんですけれども、その程度でいいのかなと

思っていまして、もともとそういうことを議会と

してもできますよというか、その程度の捉え方の

条文でいいのかなと思っているんです。原則は、

24人いたら24人それぞれに自分の会派なり個人な

りの調査権を使ってやるというのがまず大原則だ

と思いますので、それを踏まえた上で、更にまと

まった形で必要に応じて市民の意見を聴くんです

よという、そういう姿勢を出している条文と捉え

ているものですから、余り細かく、どう議決して、

どうやるとかということを決める必要はないのか

なと捉えています。 

○森戸座長 議決しなければこういうことができ

ないとしてしまうと、硬直化させることになって

しまって、余りそういうことにはしない方がいい

のではないかと思うんですけれども。ですから、

第５条で、活動原則として「市民の多様な意見の

把握に努め」とあるわけです。その多様な意見を

どのように具体的にするのかということで、第９

条のこういうやり方が全体としてはあると、議会

はそういう姿勢で臨むんだよということを述べて

いるということですよね。第10条として、法に基

づく制度もあるということですね。だから、私が

言った、さっきの第９条第１項の「必要に応じて

市民の意見を聴く機会を設ける」という中に、公

聴会制度等も入るわけですけれども、それだけで

はないやり方もあるということだと思うんです。 

○斎藤議員 随分前の議論で忘れているところが

多いので、もしその当時と矛盾したような、違っ

ているようなことを言っていたら恐縮なんですが、

座長おっしゃるのは、理念的な形で議会人の姿勢

という形、第５条では確かに、議員の原則として

市民の多様な意見を把握すべきだということと、

それに続いて、議会としても市民の意見を取り入

れていくんだという理念的な条文なんですよと言

われれば、それもなるほどだと思います。あえて

そういう形で、議会として市民の意見を聴くんだ

という理念があっても、確かに私はいいと思って

います。 

 あと、第３項でしたか、パブリックコメントは

どうなんでしたか。前には、パブリックコメント

の場合は全体が一致するようなことであれば、パ

ブリックコメント、市民との懇談会というような

形で聴くんだという議論が多少あったような気が

するんです。パブリックコメントをやるとすると
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手間暇も、場合によっては予算がかかるので、議

決が必要なのかなという気がするんですが、第１

項、第２項の部分に関して言えば、理念的な条文

なんだよと、議員のそれぞれが納得できれば、そ

れはそれで、そういった条文があってもいいのか

なという気が私は今、しております。 

○森戸座長 確かパブリックコメントは予算を活

用するので、全会派が一致して条例制定をする場

合にパブリックコメントということだったと思う

んですが、各会派で条例提案をするときも、各会

派がパブリックコメント的なものを行うことは何

ら禁止はしていないので、そういうこともあるの

かなと思うんですよね。当初は、「議会は、議案、

請願、陳情等の審議・審査をするに当たって、誠

実に処理するものとし、必要に応じて市民等の意

見を聴く機会を設ける」ということと、それから

公聴会制度と参考人制度、それから政策提言する

に当たっての関係者との懇談というのは一つの条

にまとまっていたんですよね。それを分けたとい

う経過があるので、そういう点で言うと、若干

「議会は」というのが強調されて、議会事務局が

懸念されるようなこともあるのかなとは思うんで

すが。 

○水上議員 第１班で過去の事例を私がまとめた

んですけれども、今、出た図書館の事務見直しの

ときと、あと、それ以外にプレイパークの会から

の陳情、これも有志でやっていると思うんですけ

れども、つまりこの間の陳情者との懇談みたいな

ことを振り返ってみると、有志でやるから参加し

やすいということもあったと思うんですよ。余り

委員会としてどう合うかとか、みんなで決めない

と会えないとかいうことになると、臨機応変に聴

くということができなくなってくるので、理念的

な条文であるということは、つまりいろんな聞き

方があるわけだから、それを排除しないと。「議

会は」というのは、「いわゆる議会は」という一

般的なものとして解釈して、市民との意見交換と

いうのはいろんな形が想定されるではないですか。

有志で会うということもあるし、必要だから委員

会として全体で会おうという場合もあるわけだか

ら、そういうことについては余り細かな規定はし

ないで、議会の姿勢として意見を聴くと、その程

度にしておいて、あとはそのときの判断に任せら

れるようにした方が、この間の実際の事例から見

たときに、より意見を聴きやすくなるのではない

かと思うんですよね。そういう意味で、余り細か

なことは規定しないで、議会の姿勢として規定し

ておく。これは公聴会制度とも違うし、要するに

別の形でのいろんな意見を聴く場を保障するとい

うものとして整理しておく必要があるのではない

かと思うんですけれども。 

○森戸座長 五十嵐議員も水上議員も、余り「議

会は」ということにこだわらないで、精神的な議

会の姿勢としてこういう手段があるよということ

を示しておいた方がいいのではないかというご意

見だったと思いますが、公聴会制度と参考人制度

は議決が必要なんですよね。公聴会制度は議案に

対する公聴会制度なので、より重いものなわけで

す。ですから、気軽に皆さんにご意見を聴くとい

うのとまたちょっと違うやり方ですよね。参考人

も調査に対する参考人制度なので、これも議決が

必要なものだと。ある意味、第９条で言っている

のは、そんな堅苦しい議決とかではなくてできる

んだよということだと思うんですけれども。 

○宮下副座長 今、話をずっと聞いていて、そう

かと、みんなが言いたいことはそういう理念的な

ことなんだなということが分かってきたんですけ

れども、何が誤解の原因になっているかというと、

一番上の括弧の部分が、「市民の声を反映させ

る」というくくりの中でこの条文が規定されてい

ると、みんないろいろと考えてしまうのではない

かと思うんですよね。だから、例えば「市民の声

を聴く議会」とか、そういうような項目の持って

いる意味合いをもうちょっとみんなが思っている
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ものに近付けた方がいいのかなと、今ふと思いま

した。 

○森戸座長 「市民の意見を聴く」、「耳を傾け

る議会」、名称ですよね。「反映させる」という

と、全部聴いたら反映させなければいけないのか

と思うということですよね。すると、宮下副座長

としては考えると。ここの名称を変えていくこと

ではいいのかなと思うんですけれども、内容と題

名を合わせると。 

○片山議員 ただ、重要なのは、請願と陳情につ

いてがしっかりと明記してあるということがこの

項目ではかなり重要かなと私は思っていて、第２

項では書いてあるわけなんですけれども、ですの

で、ある種、請願と陳情をどのように受け止めて

きたかということについては、これは採択した後

は市民の意見を反映させていくということになっ

ていくと思うんです。ただ聴くということだけで

はないかなとは思っています。 

○森戸座長 そういうご意見もありますが、意見

を聴くだけではなくて、反映させることが大事だ

ということなんですが。 

○五十嵐議員 まずは聴く姿勢から始まると思い

ますので、できるだけ大勢の会派が納得するとこ

ろで表現したらいいのではないかと思います。 

○中山議員 片山議員のご意見はよく理解できま

す。陳情を採択した後、市長に送付すると。その

陳情を見て、やろうかな、やめようかなとか、ど

こまでやろうかなというのは執行権者である市長、

行政側の責任になるわけで、では議会の我々が実

現させるために何ができるか。捉え方として、聴

く議会ではなくて、意見を言う議会になってくる

と思うんですよ。ですから、市民の皆さんの声を

まず聴いていって、我々はニュートラルに判断し

ていくという意味で言うと、先ほど宮下副座長が

おっしゃったように、ここのタイトルを変えて、

その中身は各条項の中で意味合いを持ってきます

から、それで市民の皆さん、我々議会人に誤解に

ならないような形に整理していけばうまくまとま

るのではないかなと。私もここの部分は否定して

いないので、いいのではないかと思いますけれど

も。 

○森戸座長 今、「市民の声を聴く議会」とか

「意見を聴く議会」としたらどうかということで

あります。議会で採択した、例えば請願、陳情な

ども、やるかやらないかは市長なんですよね。市

長がやらない場合には、議員は条例提案の権利が

あるわけで、それを活用するということになると

思うんですけれども、そこまではうたえないんで

すが、どこかで一致をさせるという点で、片山議

員、いかがでしょうか。 

○中山議員 座長がおっしゃることに相対するの

であれば、先ほど我々がまさに議論していた政策

提言の部分もあるわけですから、きちんと議会と

して活動はできるのではないかと見ていますけれ

ども。 

○片山議員 別に１班でこれを話し合ったわけで

はなくて、今いきなり出てきているので、あれな

んですが、市民の声を反映させる議会というのは、

これは前議会のときからこの形で来ていたかなと

思いますので、こちらを変えるというのはちょっ

と大きな変更かと思うので、ここで今、決められ

るようなものではないかなと思います。 

○森戸座長 第３条第２号に、「市民の多様な意

見を常に的確に把握し、政策立案及び政策提言に

生かし、市政に反映させるよう努めること」とな

っているわけです。ですから、ここで議会運営委

員会の原則としては入っているわけです。議員の

活動原則でも、「市民の多様な意見の把握に努

め」ということが入って、しつこいことに第９条

でそれが入るということですから、議会運営の原

則には「市政に反映させるよう努める」というこ

とにもなっていますので、ここでは市民の意見を

聴く手段というか、議会の機会としてこういうも

のがあるんだということでも十分に成り立つのか
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なと思うところがありますが、どうでしょうか。 

○中山議員 一つ、ここの中で注意しないといけ

ないことは、市民が何か議会に対して意見を言っ

てくる、もしくは議会の方で市民と何か懇談等々

して、ご意見を聴く機会があったときに、市民の

方が言ったからといって、それを全て反映させる

と捉えられると、ちょっと誤解が生じるかなと。

あと、陳情を出して、誠実に審査して、それが通

った場合、市長に送付した時点で、その陳情内容

を必ず市政に全て反映させる、当てはめていく、

つまり実行に移していくということをしなければ

議会側が評価されないというような誤解があって

はいけないと思っていまして、ここで一番重要な

のは、市民の皆さんの声をできるだけ多く聴く姿

勢があるかどうかということで、まさに先ほど五

十嵐議員とかがおっしゃったことではないかと思

っているんですけれども、いかがですかね。 

○森戸座長 ちょっと意見が分かれるところかも

しれないですね。市民の声を聴いたから全部反映

させられるかどうかというのは、それはそれぞれ

個々の議員の判断だと思うんですよね。だから、

そこを縛ることはできないということはあると思

うんです。ただ、議会で可決したり採決したもの、

これは議会としての責任が問われるということは

ありますよね。ですから、そこは市民から採択し

たのに何で反映できないんだという声が出るとい

うのはあることなので、そこの責任というのは多

分生じてくるものですよね。ただ、やるかやらな

いかは市長の判断だから、議会には予算を編成す

る権利がないので、そこの限界はあるということ

だと思うんですけれども、だから中山議員がおっ

しゃることはよく分かっているんですが、反映さ

せるという意味では、それぞれ違いが出てくるこ

とは事実ですね。 

○中山議員 まさにそこが我々が懸念しているこ

とであって、もし意見が分かれて、解釈が違うと。

その解釈の仕方によって議会や議員個々が評価さ

れたり、やっていないではないかということにつ

ながるのであれば、不一致になってしまいますね。 

○宮下副座長 今、不一致と出たので、どきっと

したんですけれども、それはそういう場合もある

かもしれませんけれども、みんなの思いをしんし

ゃくしつつ、市民の声を反映させる議会の本来的

な意味合いを明確にすると、例えば「市民の声を

議論に反映させる議会」とか、これですと文言も

変えていないし、より多くの議員の方々の思いも

込められているのではないかなと思います。 

○五十嵐議員 条文を見ていると、第１項のとこ

ろでは、「市民の意見を聴く機会を設ける」とい

う言い方、第２項になってくると、その１号のと

ころで、「意見を聴く機会を設ける」という言い

方で、第３項になっていくと「意見を聴く機会を

設ける」というのが随分出てくるというか、そう

いう条文なんだなと改めて思ったんです。だから、

宮下副座長が言うように、「反映させる」という

表現ではなくて、「声を聴く」というのも、条文

から照らすと間違いではないなと、そのようにも

思いましたので、余りここは姿勢としては聴くと

いう姿勢でいいのではないかなと思った次第でご

ざいます。 

○鈴木議員 改めてこの条文を読み返すと、今、

五十嵐議員のおっしゃっているとおりかなと思っ

ていて、とにかく一致させる方向でどういう議論

を進めるかという意味で、そういう意味でも、今

の五十嵐議員の意見を参考にできればと思ってい

ます。 

○森戸座長 全体は、「意見を聴く機会を設け

る」ということでずっと来ているというのは、確

かにそうなんですよね。条文の中身を、さっき言

ったようにかなり変えたので、変えたことがあっ

て、この題名はそういう意味では余りいじってい

ないんですよ。というのがあったので、いろいろ

そごは出てきているかなとは思うんですが、だか

ら意見を聴いて反映させる議員もいるし、これは
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どうかと、その取捨選択はそれぞれの議員に任せ

られていると思うんですよ。だから、反映させた

いと思えば反映させる議員がいていいし、逆に、

意見を聴いたけれども、あの意見はおかしいよと

いう議員がいて、そのことを議会で述べて反映さ

せることだってあるわけで、ということですよね。

だから、中山議員、是非不一致とかおっしゃらな

いで。 

○中山議員 ごめんなさい、不一致というのは、

一致しませんねという意味で言ったんですよ。別

に削除しろとか、そういう話を言っているわけで

はなくて、余り時間もないし、これをずっと長々

と議論していたら終わらないと思うので、どうし

てもこれ、「市民の声を反映させる議会」でない

と括弧の中はだめだと言うんだったら、譲ります

よ。いいですよ。ただ、こういう議論があって、

解釈は私なりにしていますので、例えば陳情が通

って、こういう形になっているけれども、例えば

自民党会派が動かないではないかとかいう評価を

されても困る。 

○森戸座長 その評価は市民に任せられていると

思うんです。それは私たちがあれこれ言えないこ

となので、市民のところまでは縛ることはできな

いと思うんですよね。 

○中山議員 理想論というのはあると思うんです。

そこの理想論というところは議員全員、会派も全

部一致していると思いますよ。そうあるべきだと

思うし、そうしなければいけないと思うんです。

それが一度に全部できないものですから、優先順

位をつけて議論して、どこからどう手をつけてい

くかということをやっているんだと思うんです。

ですから、その判断基準というは個々のことだし、

それからそれぞれの市民の皆さんの意見を聴きな

がら慎重に判断されていると思うんです。だから、

そのジャッジに対して、議会基本条例のここの括

弧書きに「市民の声を反映させる議会」と書いて

あって、第９条があるではないかと。だから自民

党はだめなんだとか、中山はだめなんだという議

論になるんだったらやめましょうよという話なん

です。 

○森戸座長 中山議員、それは大丈夫です。中山

議員だけが責められませんから。中山議員のご意

見として分かりました。 

 今の意見は、この「市民の声を反映させる議

会」という題名を残すのか、「市民の意見を聴く

議会」とするのか、ここでちょっと分かれている

かなと思っていますので、各会派持ち帰っていた

だくということでいかがでしょうか。 

○中山議員 自民党はもう持ち帰りません。それ

でいいというんでしたら、これでいいです。もう

時間がないし、タイトルで議論するんだったらや

めた方がいい。だって、市民の方に説明がつくわ

けですから、議論しているわけですから、議会と

してはこういう解釈ですと。 

○森戸座長 自民党としては持ち帰るほどでもな

いということですか。 

○中山議員 これが不一致になって、ここの括弧

は絶対にこういう文言でないとだめだということ

になったら、まとまらないでしょう。引くしかな

いではないですか。 

○森戸座長 今、そういう議論をしているんです

が、皆さんいかがでしょうか。 

○百瀬議員 タイトルの話は別にして、先ほど事

務局の方から出ていた懸念、こっち側としては理

念を述べている条項で十分だというお話なんです

が、それに対して事務局の方からは、具体的なこ

とは書かれていない、「議会は」というような主

語になっているので、それをどうするのかという、

その辺はどのようにまとめられるんでしょうか。 

○飯田議会事務局次長 その辺、まだ詰めがされ

ていない状態なので、そこの部分のところは事務

局で持ち帰らせていただけないかと思っておりま

す。申し訳ございません。 

○森戸座長 ということなので、題名を含めて、
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いかがですか。私はこだわるつもりはないんです

よね。「市民の声を聴く機会を設ける議会」とか

いうことでもいいのかなと思うんですが、どうし

てもだめだと、「反映させる」でいくんだと、片

山議員、いかがでしょうか。 

○片山議員 陳情、請願を別項目にあったんです

が、それをここに一緒にしていったというような

経緯もあったものですから、「市民の声を反映さ

せる議会」というタイトルで、最初にあったのが

公聴会とか、そういったものがいろいろと含めた

制度の説明だったんですが、そこで共産党の意見

としては、市民の声を反映させる形は必要だみた

いなことが書いてあるわけなんですが、私は割と

この表現は重要かなとは思っているところです。 

○森戸座長 共産党の意見と座長の意見が違うこ

とはある。どうやってまとめるかと思っていまし

て、すみません、そこは整合性がとれていないん

ですが、指摘された共産党、何かありますでしょ

うか。 

 ちょっと休憩します。 

午後２時53分休憩 

                  

午後３時11分開議 

○森戸座長 再開いたします。 

 休憩中に皆さんからいろいろなご議論を頂きま

した。大変前向きに捉えていただいていますが、

この題名については幾つかご意見を頂きましたの

で、持ち帰りをお願いしたいと思います。大体四

つかなと思っています。一つは「市民の声を反映

させる議会」、二つ目には「市民の声を議論に反

映させる議会」、三つ目には「市民の声を届ける

議会」、四つ目には「市民の声を聴く議会」とい

う、この四つでそれぞれお考えをまとめていただ

きたいと思います。ただ、若干意味合いが変わっ

てくるところはあるんですが、どうしても自分の

これがだめなら、第２希望ぐらいまで出しておい

ていただけないでしょうか。ここだったらまとま

るというものを出していただければありがたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 あと、第９条の「議会は」というこの表現方法

は、先ほど皆さんから様々なご意見を頂きました。

これを含めて議会事務局で引き取らせていただく

ということで、保留にしたいと思いますが、よろ

しいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○森戸座長 それでは、保留にしたいと思います。 

 ３時を過ぎましたが、ここで３時休憩のため、

若干休憩します。 

午後３時12分休憩 

                  

午後３時35分開議 

○森戸座長 再開いたします。 

 休憩前に引き続き、議会基本条例のたたき台の

議論をいたします。 

 休憩前は第９条を行いましたが、全体として保

留としたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

 第10条であります。第10条は「公聴会制度及

び」と訂正させていただきました。ここについて

説明を事務局からお願いいたします。 

○飯田議会事務局次長 第１班の作業結果を受け

まして、正副座長と協議させていただいた結果、

訂正させていただいたところをご説明させていた

だきます。 

 まず、１班のご指摘で、「積極的に」という言

葉を使っていて「努める」となっているのは違和

感があるというお話でございまして、「積極的

に」と使った場合は「努めなければならない」の

方が適当だろうということで、訂正させていただ

いているところでございます。 

 それから、公聴会と参考人制度の定義のところ

なんですけれども、もともとの案が「公聴会制度

を積極的に活用し、市民等の意見を聴取する機

会」という形になっておりまして、参考人の方は
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「市民等の専門的又は政策的学識等を聴取する機

会」という形になっております。もともとの地方

自治法第115条の２を見ますと、むしろ公聴会の

方が学識ある市民の意見を聴取する機会というこ

とをうたっておりますので、「学識ある市民」と

いう言葉を使うとしたら公聴会の方が適当だろう

という形で、参考人と公聴会の方、「学識ある」

うんぬんのところをチェンジさせていただいてい

るところでございます。 

 あと、「政策的学識等」というのも分かりにく

い文言だというご指摘を１班の方から頂いており

ますので、その辺、整理をさせていただいて、正

副座長案としてまとめさせていただいているとこ

ろでございます。 

○森戸座長 ということでありまして、地方自治

法から見ると、公聴会制度の方は「学識経験を有

する者等から」ということになっていますので、

そういう文言にしたらどうかということです。ま

た、参考人制度については、「市民の意見を聴取

する」ということでいいのではないかということ

です。 

 あと、「積極的に」ときたら「努めなければな

らない」ということになりますので、そのように

文言を精査させていただきました。これについて、

よろしいですか。 

○斎藤議員 第10条の条文としてはこれでいいと

思います。このタイトルなんですが、先ほど第９

条に関しては、市民の声を「反映」なのか、「聴

く」なのか、「届ける」なのか、議論が残ってい

るところですけれども、第９条、第10条併せて

「市民の声」うんぬんという形の捉え方というの

はできるのかどうか。私はできるだろうと思って

いるんですけれども、そういったことも考えられ

るのではないかなと思うんですが、いかがでしょ

うか。 

○森戸座長 そういうご提案を頂きましたが、い

かがでしょうか。 

○鈴木議員 そういう新しい提案ですよね。いい

ご提案を頂いたと思います。シンプルになるとい

う意味でね。私はいいのかなと思うんですけれど

も、第９条のタイトルの持ち帰りとともに持ち帰

って確認したいという思いを持っています。新し

い提案なので、確認をしたいという意味です。 

○五十嵐議員 持ち帰りということには私も賛成

なんですが、「努めなければならない」と変えた

理由を今、伺いまして、「積極的に」があるから

「努めなければならない」ということになるんだ

と伺いました。こういう条文ができると、本当に

積極的にどんどんと使いましょうというように捉

えられるんですけれども、私は基本的には24人の

議員の人たちが様々な多様な意見を議会というと

ころに持ってくるところに議会の良さがあるので

はないかと思っていまして、まとまって誰かの意

見を聴くとか、まとまって専門家の意見を聴くと

いうことは否定するものではありませんけれども、

余りこの制度を積極的に述べられると、基本的な

各会派なり、各議員なりの調査がおろそかになっ

てはいけないのではないかという思いもあります

し、基本的にはそれぞれで調査ができるところが

合議制の良さと思っているものですから、余り

「積極的に努めなければならない」と強くここで

うたうのはどうなのかなという疑問をちょっと持

っておりまして、その辺も含めて、併せて持ち帰

らせていただければと思っております。 

○森戸座長 五十嵐議員としては、「積極的に」

を削除したいということですかね。 

○五十嵐議員 どちらかというと、前の改革連合

でも言っている「積極的に」という形容詞は、ど

ちらかというと削除の方が意見としてありますの

で、「積極的に」を削除する方が条文としてはい

いのではないかということも併せて、「努めなけ

ればならない」よりは「努める」の方がいいと思

っています。 

○森戸座長 公聴会制度を小金井市議会が活用し
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たのは、１班の議論の中でも出ているんですが、

昭和41年４月30日の水道料金の値上げのときが１

回目です。２回目は、平成23年３月29日の小金井

市議会の定数削減に関するものということで、40

年で２回ぐらいしか使っていない。なので、そう

いう意味では、「積極的に」という言葉が入った

かなと。参考人については、厚生文教委員会で平

成14年、清里少年の家管理運営委託に係る検査と

いうことであります。公聴会の積極的活用という

のはあると思うんですけれども、参考人質疑も

「積極的に」と思っている会派もいらっしゃるだ

ろうし。 

○斎藤議員 この条文は、地方自治法で定められ

ている制度だから、わざわざ出さなくてもいいの

ではないかという議論もあって、小金井市議会と

してこれを積極的に活用するんだよということの

意思表明として、この議会基本条例に載せるとい

うことに意味合いが私はあるのかなと思っている

ので、プラス、これも含めてある程度市議会とし

ての意気込みというか、姿勢というか、理念と言

ってしまっていいのかどうか分かりませんけれど

も、小金井市政に対するそれぞれの議会の取組姿

勢ということを表しているのではないかなと思う

ので、私は「積極的に」という言葉が入った方が

いいと思っています。 

○五十嵐議員 現状、今まで余り活用されていな

いというのは実態としてあるかなと思いますし、

今、座長がおっしゃった事例を見ても、確かにも

う少し活用されてもいいかなという思いはありま

す。ただ、「積極的に努めなければならない」と

いう言い方になると、それに縛られるような印象

をちょっと持ちまして、ちょっとそれが気になる

というところなんです。確かに、現状を見た場合、

もう少し活用してもいいのではないかという考え

方はあることはありますけれども、条文としては

ちょっと引っかかるかなと思っています。 

○中山議員 私も五十嵐議員に、自民党会派も同

意見なんですが、ここで重要なのは、議会がこう

いった公聴会、参考人制度というのを使える機能

を持っているというところが重要なのかなと。何

が何でも公聴会をやらなければいけないというこ

とではないと思っておりまして、必要があればそ

れは積極的にやると思うんですよね。ですから、

条文の中でそれに縛られるというか、書いてある

からやらなければいけないというような風潮にな

るのであれば、「積極的に」はとった方がいいの

ではないかと自民党会派としても考えています。 

○渡辺（ふ）議員 さっき宮下副座長には、どう

なのかと聞いたんですけれども、ここで「積極的

に」が入っているから「努めなければならない」

という言い方にした方がいいという話があったん

ですけれども、私は「公聴会制度を積極的に活用

し」というところで「努めなければならない」と

いう言い方にしなくても、「市民等の意見を聴取

する機会の確保に努める」でもおかしくないので

はないかと思うんですけれども、第１項も第２項

も、それはどうなのかなということをもう一回確

認したいと思います。 

 それから、「市民等の意見」という「等」とい

うのが入っていたんですが、新しい方では「市

民」ということになっていて、これは学識ある市

民に限られるということでしょうか。それとも、

市民でなくても学識者の方にお願いする、そうい

うこともあるということで今まで「等」が入って

いたのかなと思っているんですけれども、「等」

が両方とも消されているというところを伺いたい

と思います。 

○森戸座長 １点は事務局の方ですよね。２点目

の「市民等」となると、「等」は何なのかという

話になってくるということで、参考人制度では、

右側にもありますが、地方自治法上、学識経験を

有する者については規定していない。したがって、

「市民の意見」ということにしました。この「市

民」というのは、全体確認していますが、在住、
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在職含めて「市民」ということにしていますので、

在職というのは、仕事で来られている場合も含め

てだし、全体の市民、citizenの市民だと思うん

です。備考の上に「市民等」は「市民」で統一と

ありますが、規定をしないで「市民」と言ってい

るので、「等」は要らないのではないかというこ

とです。 

○飯田議会事務局次長 今のご議論の中で、斎藤

議員の方から、第９条と第10条を一緒にというよ

うなご意見があったんですが、過去、平成26年２

月３日に、第９条と第10条のところを別立てにす

るか、一緒にするかというようなご議論があり、

２班で作業していただいた結果、二つの案、一緒

に入れ込む案と別立てにする案と作っていただき

ました。それをもとに、３月27日に正副座長案と

しては分かれた案をお示しして、それで了承とい

う形にはなっておりますが、最後に全体を見直し

する機会を設けることにしておりますので、そう

いった意味で全体を見直して、一緒にした方がい

いということであれば、一緒にということも考え

られることかと思いますが、今はそういった経過

でこの条文ができております。 

 それと、「積極的に」と「努めなければならな

い」という義務規定の関係でございますけれども、

例えば自分たちのことに対して記述する場合、積

極的にこうしなければならないと自分たちに課す

場合は、「積極的に」という場合は「しなければ

ならない」というような続きをする場合がほとん

どだと思います。他の団体に対して答申などをす

る場合は、そこまで「積極的に努めなければなら

ない」までは言えないので、「積極的に努めてく

ださい」とか「努めるものとする」というような

形で答申などを記述する場合があるかと思います。

自分たちのことを記述する場合は、「積極的に」

と使った場合は「しなければならない」というよ

うな規定にすることがほとんど通例だと思ってお

ります。もしこの語尾を「努める」という形にす

るのであれば、「積極的に」ということではなく

て、「必要に応じて」とか、そういう形が適当で

はないかと思っております。 

○斎藤議員 私は、条文を一緒にするということ

ではなくて、タイトルのつけ方として、「市民の

声を反映させる議会」ということで、第９条、第

10条を一まとめにするやり方に関して、そういう

方法が一般的というか、あるのかないのかという

ことで提案させていただいたので、条文を一緒に

するという意味とは違う意味で私は先ほど申し上

げました。 

○森戸座長 第10条のタイトルをなくして、全部

一括で「市民の声を反映させる」とか「市民の声

を届ける議会」みたいな中に、この公聴会制度、

参考人制度を盛り込むということですよね。それ

は問題ないかなと思うんですが、違うんですかね。

最初は条の中に全部一緒だったんですよね。これ

は地方自治法にうたわれているので、別条にした

方がいいのではないかという、確か正副座長の判

断で別立てにしたということがありますけれども、

別に一緒にしてもおかしくはないですよね。

（「タイトルを抜かして別条というご提案ですか

ね」と呼ぶ者あり）そうです。タイトルは「市民

の声を反映させる議会」という中に第10条も入れ

込むと。（「項立てになるということですか」と

呼ぶ者あり）そういうことになるのか。タイトル

で条があってもいいんだよね。（「そこだけない

のは不自然」と呼ぶ者あり）皆さんのご意見はい

かがですか。今、第９条と一緒にしてもおかしく

はないけれども、ほとんどが条立てにタイトルを

つけているので、これだけないということになる

と、市民は何でないのかという話になるかと。 

○斎藤議員 すみません、前言撤回させていただ

きます。 

○森戸座長 では、撤回ということでよろしいで

しょうか。 

 あとは、「積極的に」という言葉ですね。「必
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要に応じて努めるものとする」という言い方もあ

るということですよね。 

○五十嵐議員 「必要に応じて」とか「積極的

に」とか除いて、修飾語なしにして、「公聴会制

度を活用し」、「努めることとする」という言い

方はどんなものでしょうか。 

○飯田議会事務局次長 今の五十嵐議員の言い方

でも構わないかと思います。そういう制度を活用

して機会の確保に努めるということで、自然な流

れになるかと思います。 

○片山議員 これは結構しつこく議論したところ

かなと思っていて、今、思い出せないんですけれ

ども、大分何回も議論をして落ち着いた条文かな

と思っているんですが、見直す段階でやるという

のはいいんですが、前の議論の決着はどうだった

かを確認してから始めた方がいいかなと思います。 

○五十嵐議員 多分、落ち着いたところが、右側

の代表者会議修正事項で落ち着いたんだと思うん

です。ここまではそんなに気にはならなかったん

ですが、「努めなければならない」と出てきたの

は今日初めてではないかと思うんです。なぜ「努

めなければならない」になったのかなと思ったら、

「積極的に」があるからだということになったの

で、こういう意見になっているので、そういう意

味では初めての提案かなと思っております。 

○森戸座長 そうですね、新たな提案ということ

になるかと思います。経過としてはどういうこと

だったかなということですが、（不規則発言あ

り）今、事務局からアドバイスを頂きまして、２

班の議論としては、「積極的に」というのを入れ

るべきという意見と、「積極的に」を削除すべき

という意見と、二つに分かれていたというのが２

班のご報告、資料で今、見まして、そういう結論

になっていたということなんだそうですので、し

たがって、ここは議論しなければいけないところ

かなというところですね。斎藤議員、そういうこ

とでよろしいでしょうか。あれは何月何日でした

か（「２月19日」と呼ぶ者あり）去年の２月19日

に報告をもらっていると。２月19日の報告の中で、

そういうことなんですね。 

○中山議員 ２班でもそうだったんですけれども、

意見は割れていると思うんです。ただ、現実的に

考えますと、実際に公聴会制度とか参考人招致と

いうのは、回数はそんなに開かれてはいませんか

ら、議会として当然そういう機能を有していて、

更にそこで必要に応じて積極的に活用するという

意味合いで我々が認識しておけば、現実的にはそ

んなに事実上使われていないので、それは使わな

いという意味ではないんですけれども、私は「積

極的」を外して、普通に現状に即した条文で皆様

がまとまってくださるんだったら一番うまくいく

のではないかと思うんですけれども、いかがでし

ょうか。 

○森戸座長 問題は、「積極的」とつけても、つ

けなくても、どう私たちが活用して運用していく

かということが大事であるということですよね、

中山議員がおっしゃりたいのは。いかがでしょう

か。 

○中山議員 ご意見がないようですから、これで

座長にまとめていただいて、まとまりそうなので。 

○森戸座長 今、申し上げたことで言えば（不規

則発言あり）斎藤議員は「積極的に」を入れるべ

きだと。（「それは撤回していない」と呼ぶ者あ

り）だから意見は分かれているわけですよね。 

○宮下副座長 いろいろ落ち着くところを探して

いるんですけれども、それを考えると、最初の右

側の案に戻して、今、事務局の説明とは異なりま

すけれども、小金井市議会の独自性をこの作り込

みの中で表すというのも一つの選択肢かなと思い

ます。あえて通常の「積極的に」と書いている自

分たちのことに対しても、最後は「努める」でい

いんだと、こういう小金井市独自の解釈というの

もありかなと。 

○森戸座長 ただ、多分「積極的に」をどうする
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かだと思うんですよね。その末尾はいろんな言い

方があると皆さん思っているのかなと思うんです

が、そうでもないですか。 

○斎藤議員 先ほど言いましたように、地方自治

法で定められていることなので、ただそれを活用

するということではなくて、「積極的」でなけれ

ば、いいかどうか分からないんですけれども、

「適切に」とか「効果的に」とか、何か一言ない

と、条文に載せるのに（「意気込みが」と呼ぶ者

あり）そういうことですね。では、もうやめてし

まえというの勘弁してほしいんですけれども、何

か一言あった方がいいのではないかと思うんです

けれども。 

○中山議員 今、不一致の状態になっているんで

すけれども、やめてしまえというつもりは全くな

いんですけれども、まさに今、斎藤議員がおっし

ゃったように、「効果的に」とか、そういうので

いいということであれば、「積極的に」を「効果

的に」に変えるのは全く異論はないです。まとま

るのではないですか。 

○五十嵐議員 私も「適切に努める」、宮下副座

長の案でまとまるかなと思います。 

○森戸座長 斎藤議員は「適切に」か「効果的

に」かという（不規則発言あり）どうですか。中

山議員、「適切に」、「効果的に」という。 

○中山議員 現状を踏まえれば、そんなに使われ

ていない。使わないという意味ではないんですよ。

使われていないということなので、「積極的に」

という表現でなければうまくいくのではないかと

思っています。 

○森戸座長 理想としては「積極的に」というこ

とを持っている方もいらっしゃると思うんですよ

ね。そこをもう少し、「効果的に」とか「適切

に」とか、そういう言葉に変えられるかどうかな

んですが、「積極的に」を主張してこられた方、

いかがでしょうか。 

○片山議員 これは前議会のところからこういう

文言になっていたので、私が「積極的に」を主張

したわけではないんですが、そういったことをず

っと引き継いで認められてきたものかなと思って

いたんです。実際、まとまったところでは、右側

の文言でまとまっていたかなと思っているんです

が、１班の議論のところで、百瀬議員から違和感

があるみたいなことは書かれていたということを

踏まえて、正副座長案としては「努めなければな

らない」というような形で出していただいたのか

なとは思っているんですが、基本的には、今、宮

下副座長がおっしゃったように、右側の修正事項

となっている、ここではある程度まとまっていた

ものなのかなと私は思っているところです。 

○鈴木議員 「努める」が「努めなければならな

い」と変わったということについては、若干の違

和感を感じている者の一人です。だから、これが

「積極的」というところだけの言い替えでいいか

どうか。少しこれは考えた方がいいのかなと思い

ます。だから、「努める」と「努めなければなら

ない」の中間があればいいなと思うのと、「積極

的に」の言い替えが、前向きな取組として「積極

的に」ということなんですけれども、それがもう

少しほかの言い替える言葉があればいいなと。要

するに、「積極的に」だけでなくて、「努めなけ

ればならない」、一番最後の部分にも少し違和感

を感じているということです。 

○水上議員 この間の議論を振り返ると、「積極

的に」ということを入れるかどうかで随分議論し

た経過だったのではないかと思うんです。いろん

な意見がある中で、「積極的」は入れようと、こ

の間の小金井市議会の活用の仕方を踏まえて、も

っと大いに使おうではないかという意味を込めて、

「積極的に」という言葉が随分議論で入れ込んだ

過程だったのではないかと思うので、もし副座長

が言うように、「努めなければならない」という

ことになってくると、ちょっと意見が分かれるよ

うだったら、一致した右側の部分で、「努める」
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という形で、整合性をとるという意味で言うと

「努めなければならない」という形の方がすっき

りいくのかもしれませんけれども、私は「積極的

に」という言葉を残しておいた方が、この間の議

論の積み重ねから言うと、その方がいいのではな

いかなと思うので、「なければならない」という

ところがもし引っかかるようであれば、一致して

いる「努める」でどうかなと思うんですけれども。 

○中山議員 水上議員のご意見はすごく分かるん

ですけれども、「積極的」を入れるか入れないか

で長い間議論してきたわけですよね。それで一致

してこなかったと。（「一致した」と呼ぶ者あ

り）一致したの。だったら入れたらいいのではな

いですか。 

○森戸座長 一致させて、あと、１班の作業部会

にお願いして文言の修正をしたということではあ

るんですよね。そこで、１班の方から若干そうい

う違和感があるという、それは文言上の問題とし

て違和感があるということになったので、「積極

的に」ということでいけば、法文上は「何々しな

ければならない」となるということなんですよね。

ただ、一致したんだけれども、「何々しなければ

ならない」ということまでは一致していないわけ

です。ですから、新しい提案といえば新しい提案

なんですよね。 

○百瀬議員 基本的な認識として、地方自治法の

改正があって、本会議でも使えるという事態にな

ったときに、使うということに対しては、機会が

あれば、効果的な、適切なチャンスがあれば使う

というのは基本的な認識だと思うんですよね。そ

ういう中で、私がちょっとこだわったというか、

違和感を持ったのは、「積極的に」ということで

はなくて、最後の締めが「努める」とか「努めな

ければならない」というのが、何か言い回しがく

どくて、要は「聴取する機会を確保する」とか、

そういう単純な言い回しで締めれば、「積極的

に」というのも課題には聞こえないし、すんなり

いくのかなと思っております。 

○森戸座長 百瀬議員としては積極的な意味だと

いうことですね。努力義務規定になると、努力を

するんだよということで、若干トーンは落ちると

いうことですよね。ただ、「機会を確保するもの

とする」と言うと、これは結構強い言い方になる

のではないかという意味で違和感があるというこ

とのようですね。違和感があるというか、そのよ

うにした方がいいのではないかという提案ですね。 

○片山議員 記録としては百瀬議員の意見を残し

てはいるんですけれども、ただ、１班としてまと

めて、代表者会議の提案というところに書いてあ

るものとしては「努める」という形、「積極的に

活用して努める」という形で提案しているとは思

います。 

 ですので、１班としてここでどうなのかと言っ

たのは、「政策的学識等」とか、その言い方がど

うなのかということだったと思うんです。あと、

「市民等」とか、その辺のことを申し上げたとは

思うんですけれども、ということを１班の方では

まとめて恐らく提言しているかと思います。 

○森戸座長 代表者会議への提案は、第７条第２

項は、「議会は、参考人制度を積極的に活用して、

学識ある市民等の意見を聴取する機会の確保に努

める」として代表者会議に申し送るということで

すよね。 

○片山議員 これは恐らく打合せのときにもお話

ししたと思うんですが、「政策的学識」というこ

とではなくて、「学識のある市民等」でどうかと

いうような形での提案かと思います。ただ、今、

参考人と公聴会制度の整理のところで、そこはそ

うではなくてということになっているかなという

ことでの座長案として出てきているということで、

そこについての方が私としてはもうちょっと確認

し合った方がいいかなとは思っているところです。 

○森戸座長 そうなんですが、今の「積極的」と

いうところ、１班としてはこれは一致して、「積
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極的に努める」という言い方で提案されているわ

けです。ただ、事務局と相談をしたときに、「積

極的に」となれば「何々しなければならない」と

いうことになるので、正副座長としては、「積極

的に」を活用するんだったら「努力しなければな

らない」ということになるということで、今日、

提案をさせていただきましたということです。た

だし、それもだめだと。「積極的に活用し、努め

ること」もだめだというご意見だったんですよね。

この間の経過で言うと、五十嵐議員からは、「積

極的に」という提案はおかしいと。 

○五十嵐議員 私は「努める」を「努めなければ

ならない」というところに疑義があるので、「積

極的に」を使ったら「努めなければならない」と

いうことになるんだったら、「積極的に」を変え

た方がいいのではないかと。話が元に戻るみたい

な話ですけれども、ただ、それが例えば「適切

に」とか「効果的に」、その辺はいいかなと思い

ますけれども、「努めなければならない」という

のが強いというところが気になっておりまして、

どうしてもそうなるんだったら、「積極的に」を

変えることがいいのではないかということなんで

す。 

○板倉議員 こういう表現はだめですか。「積極

的に」を使うのであれば、「努めるものとする」。 

○森戸座長 原則として、これは努めるんだと、

例外もあるということになる。「努めなければな

らない」よりも強いんですかね、「努めるものと

する」の方が。（不規則発言あり）弱いか。どち

らでしょうね。法文用語というのがあるんですよ

ね。「何々するものとする」、「何々しなければ

ならない」、ただ、それが「努める」、「努力」

だと、湯沢議員、どうでしょうか。 

○湯沢議員 私ももともと割と「積極的に」とい

う形容詞は五十嵐議員と同じ意見なんですけれど

も、客観的な評価がしにくい言葉なので、余りな

じまないのではないかなという意見を当初から発

言させていただいていたんです。ただ、ここの代

表者会議の意見として「積極的に」というのを入

れたいというのがありましたので、であれば、最

後は「努める」がいいかなということで一致させ

ていただいていました。「積極的に努めなければ

ならない」とありますと、何も知らない市民から

見ると、「積極的に努めなければならない」とい

うんだから、１年に何回もやるんだろうという印

象を普通は受けるかなと思うんです。ですけれど

も、公聴会だとか参考人制度はお金もかかります

し、必要に応じてやるものですので、１年に何回

もやるということには恐らく頑張ってもならない

と思うんです。そのときに、「積極的に努めなけ

ればならない」という言葉を使っていると、市民

から見たときに条例違反ではないかという指摘を

受けることが強く懸念されるのではないかと思う

んです。なので、私としては基本的には、最初に

申し上げたように、「積極的に」をとって、最後

は「努める」、「努めなければならない」という

言い方にするのがいいのかなと思うんですが、

「積極的に」と入れるのであれば、「努める」程

度におさえておく、一般的の法文用語と違うとい

うところもあるかもしれないんですけれども、そ

の辺におさえておくのが無難ではないかなと、私

の意見としてはこんな感じです。 

○森戸座長 そうすると、「努める」であれば皆

さん一致するということですか。「努めるものと

する」と板倉議員から提案があったんですが、

「努める」で一致して、法文上問題があっても、

議会が作る条文なので、「努めなければならな

い」というと、今、湯沢議員がおっしゃったよう

な印象もあるので誤解を与えるということなんで

しょうかね。なので、「努める」で、１班から提

案があったとおりにした方がいいということです

ね。 

 ちょっと休憩します。 

午後４時21分休憩 
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午後４時27分開議 

○森戸座長 再開いたします。 

 第10条ですが、「積極的に活用し、努めなけれ

ばならない」というこの文言については、皆さん

から前の文章でいいではないかということで一致

しますので、これは今までどおり「積極的に活用

し努める」ということにしたいと思います。よろ

しいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○森戸座長 それと、湯沢議員からもう一度指摘

を今、表の舞台でしていただいていいですか。 

○湯沢議員 前は「市民等」となっていたんです

が、今、「学識ある市民」ということで条文案が

変わっていまして、ただ、もともと地方自治法の

公聴会の規定だと、真に利害関係を有する者また

は学識経験を有する者が公聴会の対象となってい

ます。利害関係がある方を呼ぶというのは結構公

聴会の大事な部分だと思いますので、ここも含め

た条文にすべきではないかと思いますので、お願

いいたします。 

○森戸座長 今、湯沢議員からご指摘がありまし

て、そのとおりだと思いますので、第10条第１項

と第２項は地方自治法の文言にかえていきたいと

思いますが、よろしいでしょうか。これは正副座

長が提案したことで、そこは訂正させていただき

たいんですが、よろしいですか。 

○斎藤議員 第２項はこのままでいいのではない

ですか。地方自治法も参考人の出頭という形だけ

ですので。 

○森戸座長 「市民の意見」でよろしいですか。

「市民」というのは、幅広く「市民」ということ

にしていますので、これでいきますが、よろしい

でしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○森戸座長 それでは、そのようにさせていただ

きます。 

 ほぼ第10条まで行きました。ご協力ありがとう

ございました。 

 本日はこれをもちまして議会基本条例策定代表

者会議を終了いたしたいと思いますが、よろしい

でしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○森戸座長 お疲れさまでした。 

午後４時30分閉会 

 




